
富士見市議会３月定例会 提出予定議案 

 

開会日：令和８年２月１７日（火）予定 

合計４２件 

（内訳：条例１６件、予算１５件、工事４件、人事５件、専決処分１件、諮問１件） 

 

【条例】 

議案第 １ 号 富士見市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第 ２ 号 富士見市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第 ３ 号 富士見市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

議案第 ４ 号 富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

議案第 ５ 号 市長及び副市長の給与等に関する条例及び富士見市教育委員会教育長

の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第 ６ 号 富士見市一般職の職員の給与に関する条例及び富士見市一般職の任期

付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第 ７ 号 富士見市職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて 

議案第 ８ 号 富士見市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等

に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第 ９ 号 富士見市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定について 

議案第１０号 富士見市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１１号 富士見市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１２号 富士見市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１３号 富士見市下水道条例及び富士見市水道事業給水条例の一部を改正する

条例の制定について 

議案第１４号 富士見市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

議案第１５号 富士見市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の
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制定について 

議案第１６号 富士見市立地適正化計画審議会条例の制定について 

 

【予算】 

議案第１７号 令和７年度富士見市一般会計補正予算（第７号） 

議案第１８号 令和７年度富士見市一般会計補正予算（第８号） 

議案第１９号 令和７年度富士見市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第

３号） 

議案第２０号 令和７年度富士見市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

議案第２１号 令和７年度富士見市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

議案第２２号 令和７年度富士見都市計画事業鶴瀬駅西口土地区画整理事業特別会計

補正予算（第２号） 

議案第２３号 令和７年度富士見都市計画事業鶴瀬駅東口土地区画整理事業特別会計

補正予算（第２号） 

議案第２４号 令和８年度富士見市一般会計予算 

議案第２５号 令和８年度富士見市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算 

議案第２６号 令和８年度富士見市介護保険特別会計予算 

議案第２７号 令和８年度富士見市後期高齢者医療事業特別会計予算 

議案第２８号 令和８年度富士見市水道事業会計予算 

議案第２９号 令和８年度富士見市下水道事業会計予算 

議案第３０号 令和８年度富士見都市計画事業鶴瀬駅西口土地区画整理事業特別会計

予算 

議案第３１号 令和８年度富士見都市計画事業鶴瀬駅東口土地区画整理事業特別会計

予算 

 

【工事】 

議案第３２号 工事請負契約の締結について 

議案第３３号 工事請負契約の締結について 

議案第３４号 工事請負契約の締結について 

議案第３５号 工事請負契約の締結について 

 

 



【人事】 

議案第３６号 富士見市教育委員会教育長の任命について 

議案第３７号 富士見市教育委員会委員の任命について 

議案第３８号 富士見市監査委員の選任について 

議案第３９号 富士見市公平委員会委員の選任について 

議案第４０号 富士見市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 

【専決処分】 

議案第４１号 専決処分の承認を求めることについて 

 

【諮問】 

諮問第 １ 号 人権擁護委員の推薦について 
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議案第１号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

担当部課名 総務部 総務課 

議 案 名 富士見市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について 

制 定 趣 旨 
行政手続法の一部改正により、不利益処分に係る公示送達の方式が変

更されたことに伴い、富士見市行政手続条例を改正するものです。 

主な制定内容 

第１５条第４項（聴聞の通知の方式） 

聴聞の通知の方式について、不利益処分の名宛人となるべき者の所在

が判明しない場合、規則で定める方法により公示事項を不特定多数の者

が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書

面を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を事務所に設

置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をする措置によって

行う旨を規定 

 

第２９条（聴聞の手続の準用） 

弁明の機会の付与の通知についても聴聞の通知と同様の方式を規定 

施 行 日 

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル

社会形成基本法等の一部を改正する法律（令和５年法律第６３号）附則

第１条第２号に掲げる規定の施行の日（令和８年５月２１日） 
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議案第２号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

担当部課名 総務部 職員課 

議 案 名 富士見市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

制 定 趣 旨 

昨今の働き方の変化等による育児休業者数の増加や外部機関への派

遣等により一定期間業務に従事しない職員が発生し、その代替職員を配

置することなどにより、定数と職員数が近くなっている機関が生じてい

ます。 

このことから、育児休業者等の状況に応じ、実働の職員数に合わせた

定数運用を行い、より柔軟な人員配置を可能とするため、育児休業者や

外部への派遣者、休職者等を定数から除く改正を行うものです。 

また、現行の定数となって以降、指定管理者制度の導入や組織改正等

が実施されたことにより、定数と職員数に開きが生じてきた機関がある

ため、現状及び今後見込まれる職員数に合わせた定数に改正するもので

す。 

主な制定内容 

①第２条第１項第７号関係 

教育委員会の事務部局及び教育機関の職員の定数を改正するもの 

②第２条第１項第８号関係 

水道事業に従事する職員の定数を改正するもの 

③第２条第２項関係 

職員が、複数の機関の職員を兼ねることとなった場合は、当該職員の

任命権者は協議の上、いずれか１つの機関の定数とするもの 

④第４条関係 

以下の職員については定数から除き、当該職員が年度途中に復帰等を

した場合は、復帰等をした年度の末日まで定数から除いたままとする規

定を追加するもの 

＜定数から除く職員＞ 

・他の地方公共団体へ派遣されている職員 

・休職を命じられた職員 

・研修に長期にわたり参加する職員 

・地方公務員法第５５条の２第１項ただし書又は地方公営企業等の 

労働関係に関する法律第６条第１項ただし書の許可を受けた職員 

・育児休業をしている職員 

・公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第２条第１項の規定 

により派遣されている職員 

・自己啓発等休業をしている職員 

⑤その他、必要な規定の整備、文言整理等を行うもの 

施 行 日 令和８年４月１日 
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議案第３号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

担当部課名 総務部 職員課 

議 案 名 
富士見市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

制 定 趣 旨 
富士見市特別職報酬等審議会の意見を踏まえ、期末手当の支給月数

（割合）を０．１月分引き上げるものです。 

主な制定内容 

第５条第２項 期末手当の支給月数（割合）を変更するものです。 

 

施 行 日 令和８年４月１日 

 

 

議案第４号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

担当部課名 教育部 学校教育課 

議 案 名 
富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

制 定 趣 旨 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第４７条の５に規定する学校運営協議会として、富士見市コミュニ

ティ・スクール協議会を設置することに伴い、同協議会の委員の報酬を

定める必要があることから改正するものです。 

主な制定内容 

富士見市コミュニティ・スクール協議会委員の日額の報酬を定めるも

の。 

別表 

６３ コミュニティ・スクール協議会委員 日額 ３，０００円 
 

施 行 日 等 令和８年４月１日 
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議案第５号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

担 当 部 課 名 総務部 職員課 

議 案 名 
市長及び副市長の給与等に関する条例及び富士見市教育委員会教育長

の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

制 定 趣 旨 
富士見市特別職報酬等審議会の意見を踏まえ、期末手当の支給月数 

（割合）を０．１月分引き上げるものです。 

主な制定内容 

１ 第１条関係（市長及び副市長の給与等に関する条例） 

期末手当の支給月数（割合）を変更するものです。 

 

 
 

２ 第２条関係（富士見市教育委員会教育長の給与等に関する条例） 

期末手当の支給月数（割合）を変更するものです。 

 

内容は、第１条関係と同様です。 

 

施 行 日 令和８年４月１日 

 

 



5 

議案第６号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

担当部課名 総務部 職員課 

議 案 名 
富士見市一般職の職員の給与に関する条例及び富士見市一般職の任期

付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

制 定 趣 旨 

令和７年人事院勧告等に伴う見直し等のため、富士見市一般職の職員

の給与に関する条例及び富士見市一般職の任期付職員の採用等に関す

る条例の一部を改正するものです。 

主な制定内容 

 

１ 第１条関係及び第２条関係 

富士見市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正 

（１）給料表の改正（第１条関係） 

（２）通勤手当の見直し（第１条関係） 

自動車等使用者に対する通勤手当について、１０km 以上の 

距離区分における手当額を２００円から７，１００円までの 

幅で引上げ。 

（３）期末手当及び勤勉手当の支給月数（割合）の変更並びに支給  

月数（割合）の均等化（第１条及び第２条関係） 

（４）給料表の見直し（第２条関係） 

国の給料表と異なる部分（継ぎ足し）について、適正化を図る  

ため見直しを行うものです。 

（５）通勤手当の距離区分及び手当額の規則への委任（第２条関係） 

国の法改正を踏まえ、自動車等使用者に対する通勤手当につい

て、条例上では上限額を定め、具体的な距離区分及び手当額を

規則で定めるよう改正するものです。 

※距離区分及び手当額は国に合わせるよう見直しを行い、通勤

手当の支給に関する規則を改正する予定です。 

 

２ 第３条関係及び第４条関係 

富士見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正 

（１）特定任期付職員の給料表の改正（第３条関係） 

（２）特定業務等従事任期付職員の給料表の改正（第３条関係） 

（３）特定任期付職員の期末手当及び勤勉手当の支給月数（割合）  

の変更並びに支給月数（割合）の均等化（第３条及び第４条  

関係） 

※（１）から（３）までに該当する任期付職員は、現在採用して

いません。 

 

３ その他 

必要な文言整理等を行うものです。 
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施 行 日 等 

施行日 

第１条関係及び第３条関係 公布日 

第２条関係及び第４条関係 令和８年４月１日 

 

適用日 

第１条関係 

・給料表及び通勤手当の規定 令和７年４月１日 

・期末手当及び勤勉手当の支給月数の規定 令和７年１２月１日 

第３条関係 

・給料表の規定 令和７年４月１日 

・期末手当及び勤勉手当の支給月数の規定 令和７年１２月１日 
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議案第７号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

担当部課名 総務部 職員課 

議 案 名 
富士見市職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて 

制 定 趣 旨 

国家公務員等の旅費に関する法律（以下「旅費法」という。）等の一

部改正に伴い、職員等の旅費制度を見直すため、富士見市職員等の旅費

に関する条例等の一部を改正するものです。 

主な制定内容 

第１条関係 

富士見市職員等の旅費に関する条例（以下「旅費条例」という。） 

の一部改正 

（１）旅行業者等に対しても旅費の支払ができるよう、「旅行役務提供

者」を定義するほか、条例改正にあたって必要となった用語を定

義するもの。（第２条、第３条） 

（２）鉄道賃、船賃、航空賃について、内国旅行及び外国旅行において

運賃の等級が区分された鉄道、船舶、航空機により移動する  

場合等に支給する運賃の額を規定するもの。（第９条、第１０条、  

第１１条） 

（３）これまで定額で支給していた車賃を、その他の交通費として実費

支給とするもの。（第１２条） 

（４）これまで定額で支給していた宿泊料を、規則で定める額（宿泊費

基準額）を上限に宿泊費として実費支給とするもの。（第１３条） 

（５）移動及び宿泊が一体となっているいわゆるパック旅行について 

支給する包括宿泊費を新設するもの。（第１４条） 

（６）宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための宿泊手当を新設 

するもの。（第１５条） 

（７）予防接種に係る費用、旅券の交付手数料等の外国旅行に要する 

雑費について出張雑費という名称から渡航雑費に改めて規定す

るもの。（第１６条） 

（８）職員が外国旅行中に死亡した場合の諸雑費に充てるための死亡 

手当について、これまで役職別に定額支給していたものを、規則

で定める一律の額で定額支給することとするもの。（第１７条） 

（９）旅行者等が条例又は規則に違反して旅費の支給を受けた場合に 

係る返納について規定するもの。（第２５条） 

（10）旅費の支給額の上限として、本条例の規定によって計算した額 

と現に支払った額を比較し、いずれか少ない額を支給することと 

するもの。（第２６条） 

（11）その他、国家公務員等の旅費に関する法律等の改正に伴い必要 

な規定の整備、文言整理等を行うもの 

 

第２条関係 

富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部改正 
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（１）特別職の職員で非常勤のものが公務のため旅行したときは、  

旅費条例の定めるところにより旅費を支給することとするもの

（第４条） 

 

第３条関係 

富士見市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正 

（１）教育長の旅費については、旅費条例の定めるところにより旅費 

を支給することとし、改正前の旅費に係る金額を規定した別表を

削除するもの（第７条） 

 

第４条関係 

市長及び副市長の給与等に関する条例の一部改正 

（１）市長及び副市長の旅費については、旅費条例の定めるところに    

より旅費を支給することとし、改正前の旅費に係る金額を規定し

た別表を削除するもの（第７条） 

 

第５条関係 

富士見市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改

正 

（１）議長、副議長及び議員の旅費については、旅費条例の規定により

算出される市長の旅費相当額を支給することとし、改正前の旅費

に係る金額を規定した別表を削除するもの（第６条） 

 

第６条関係 

富士見市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正 

（１）市の機関の請求により出頭し、参加し、又は出席した者に係る  

旅費については、旅費条例に定める一般職の職員の旅費相当の額

を支給することとするもの（第２条） 

 

第７条関係 

富士見市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部改正 

（１）旅費条例の改正に伴い、文言整理を行うもの（第５条） 

施 行 日 

施行日 

令和８年４月１日 

経過措置 

第１条から第６条の規定による改正後の条例の規定は、施行日以後に

第１条から第６条の条例の規定により旅行した場合について適用し、 

施行日前に旅行した場合については、なお従前の例によること等と  

する。 
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議案第８号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

担当部課名 子ども未来部 保育課 

議 案 名 
富士見市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

制 定 趣 旨 

子ども・子育て支援法施行令の一部改正等に伴い、同施行令の規定を

引用している富士見市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の 

利用者負担等に関する条例の一部を改正するものです。 

主な制定内容 

（１）条例の題名と第１条の改正 

「乳児等のための支援給付」という新たな内容を加えることから改正

を行うもの。 

（２）第３条の改正 

満３歳以上限定の小規模保育に係る利用者負担の額を０円と規定す

るための改正を行うもの。 

（３）第５条の２の規定の追加 

市立保育所において特定乳児等通園支援の提供を行ったときに保護

者から徴収する利用料の額（子ども１人につき１時間当たり３００円を

上限とする。）に関する規定を追加するもの。 

（４）第８条の改正 

特定乳児等通園支援の利用料の減免を規定するため改正を行うもの。 

（５）その他の文言整理を行う。 

施 行 日 令和８年４月１日 

 

議案第９号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

担当部課名 子ども未来部 保育課 

議 案 名 
富士見市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定について 

制 定 趣 旨 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正等に伴い、

同基準の規定を引用している富士見市家庭的保育事業等の設備及び 

運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものです。 

主な制定内容 

（１）第１７条第２項の規定により、家庭的保育事業者等が、利用乳幼

児における健康診断の全部又は一部を行わないことができる場合に

ついて、従来は児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断

が行われた場合のみだったところ、新たに、母子保健法に基づく乳幼

児健診が行われた場合が追加されたため、所要の改正を行うもの。 

（２）その他の文言整理を行う。 

施 行 日 令和８年４月１日 



10 

 

議案第１０号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

担当部課名 子ども未来部 保育課 

議 案 名 
富士見市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定について 

制 定 趣 旨 

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、

同基準の規定を引用している富士見市乳児等通園支援事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正するものです。 

主な制定内容 

（１）事業者が重要事項として定めておかなければならない乳児等通園

支援事業の利用定員について、乳児及び幼児の区分を問わず、総数の

みを定めることが可能とされたため、第１６条第６号の「乳児及び幼

児の区分ごとの利用定員」を「利用定員」に改正するもの。 

（２）その他の文言整理を行う。 

施 行 日 令和８年４月１日 

 

議案第１１号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

担当部課名 市民部 保険年金課 

議 案 名 富士見市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

制 定 趣 旨 

埼玉県国民健康保険運営方針を踏まえ保険税率の改定をするため及

び課税限度額を地方税法施行令で規定されている額と同額とするため、

富士見市国民健康保険税条例の一部を改正するものです。 

主な制定内容 

（１）国民健康保険税の後期高齢者支援金など課税額の課税限度額を、

地方税法施行令で規定されている額と同額に改定する（第２条第２

項及び第３項、第１９条第１項）。 

（２）国民健康保険税の税率を改定する（第３条第１項、第４条、   

第５条、第６条、第７条、第７条の２、第１９条第１項及び第２項）。 

（３）特定の世帯における国民健康保険税の税率の改定について、特例

を設ける（附則第１４項）。 

施 行 日 令和８年４月１日 
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議案第１２号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

担当部課名 健康福祉部 高齢者福祉課 

議 案 名 富士見市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

制 定 趣 旨 

一般会計で実施している配食サービスについて、令和８年度から市町

村特別給付として介護保険特別会計（保険給付）に移行するものです。 

また、介護保険法施行令が改正されたことに伴い、令和８年度におけ

る介護保険料の規定の整備を行うものです。（令和７年度税制改正によ

り給与所得控除の最低保障額の引上げが行われ、保険者の想定しない保

険料収入不足を可能な限り防ぐ観点から、合計所得金額及び市町村民税

の課税・非課税の判定に係る介護保険法施行令の規定について所要の改

正が行われたことに伴う改正）。 

主な制定内容 

（１）市町村特別給付に配食サービスを追加する改正（第９条第１項 

から第３項関係、第９条の３関係） 

（２）令和８年度における介護保険料の特例を定める改正（附則第１０

条から第１２条関係） 

（３）その他文言修正 

施 行 日 令和８年４月１日 

 

議案第１３号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

担当部課名 建設部 下水道課、水道課 

議 案 名 
富士見市下水道条例及び富士見市水道事業給水条例の一部を改正する

条例の制定について 

制 定 趣 旨 

災害その他非常の場合において、排水設備等及び給水装置工事を円滑

に実施するため、富士見市下水道条例及び富士見市水道事業給水条例の

一部を改正するものです。 

主な制定内容 

１ 第１条関係 

富士見市下水道条例の一部改正 

第１０条第１項に次のただし書を加えるものです。 

ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の公共下水道

管理者（法第４条第１項に規定する公共下水道管理者をいう。）の

指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときは、この

限りでない。 

 

２ 第２条関係 

富士見市水道事業給水条例の一部改正 

（１）第７条第１項に次のただし書を加えるものです。 

ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の水道事業者 
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（法第３条第５項に規定する水道事業者をいう。以下この項において

同じ。）又は他の水道事業者が法第１６条の２第１項の指定をした

者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限り

でない。 

（２）第７条第２項中「指定給水装置工事事業者」の次に「（同項    

ただし書の規定により他の水道事業者が指定をした者を含む。  

第８条第２項及び第３４条第２項において同じ。）」を加えるもの

です。 

施 行 日 公布の日 
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議案第１４号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

担当部課名 建設部 水道課 

議 案 名 
富士見市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

制 定 趣 旨 
扶養手当の見直し等のため、富士見市水道企業職員の給与の種類及び

基準に関する条例の一部を改正するものです。 

主な制定内容 

１ 第１条関係 

扶養手当の見直し 

・配偶者に係る扶養手当を廃止する。 

※上記以外の扶養親族等に係る扶養手当額の変更はなし。 

 

２ 第２条関係 

（１）管理職員特別勤務手当の支給対象時間帯の追加 

【現 行】なし 

【改正後】午後１０時～午前５時 

（２）再任用された職員への手当支給の拡大 

定年前再任用短時間勤務職員に住居手当を新たに支給 

（３）関係条例の改正 

富士見市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例

の一部改正 

・暫定再任用職員に住居手当を新たに支給 

（４） その他 

必要な文言の整理等を行うものです。 

施 行 日 
第１条関係 令和８年４月１日 

第２条関係 公布の日 
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議案第１５号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

担当部課名 子ども未来部 保育課 

議 案 名 
富士見市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の

制定について 

制 定 趣 旨 

子ども・子育て支援法の一部改正により、新たに「乳児等のための支

援給付」が創設されたことに伴い、乳児等通園支援事業を実施する事業

者が、当該給付の対象となることを確認する際の基準として、特定乳児

等通園支援事業の運営に関する基準を定めるため、条例を制定するもの

です。 

主な制定内容 

（１）一般原則（第２条） 

良質で適切な乳児等通園支援の提供を行うことにより、全ての子ど

もの健やかな成長のための平等な環境の確保を目指すことなど、事業

者の責務について定める。 

（２）利用定員（第３条） 

１時間当たりの定員のほか、開所日数及び時間を考慮した１か月当

たりの定員など、利用定員に関する基準を定める。 

（３）面談（第４条） 

初回利用の前に行わなければならない保護者との面談等について

定める。 

（４）提供拒否の禁止（第５条） 

正当な理由のない提供の拒否を禁止する。 

（５）あっせん及び要請に対する協力（第６条） 

市町村が行うあっせん等に対して協力することを定める。 

（６）支給認定証の確認（第７条） 

初回利用時に保護者から支給認定証を提示されたときの確認事項

について定める。 

（７）給付認定の申請援助（第８条） 

給付認定を受けていない保護者から利用申込があった場合の援助

について定める。 

（８）心身の状況等の把握（第９条） 

子ども・保護者の状況や養育環境、他の事業者の利用状況等の把握

に関する努力義務について定める。 

（９）特定教育・保育施設等との連携（第１０条） 

特定教育・保育との円滑な接続のため、子どもの情報の提供等の 

施設との密接な連携に関する努力義務について定める。 

（10）支援の提供の記録（第１１条） 

支援提供時に記録すべき必要事項について定める。 

（11）支払（第１２条） 

支援費用基準額、支援の質の確保・向上に必要な費用その他支援に

伴う便宜費用の支払について定める。 

（12）給付費の額の通知等（第１３条） 

法定代理受領により給付費の支給を受けた場合に行う保護者に対
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する支給額の通知等について定める。 

（13）支援の取扱方針（第１４条） 

事業の特性に留意し、子ども・保護者の心身の状況等に応じた支援

を提供することを定める。 

（14）評価等（第１５条） 

提供する支援に対する自己評価及び外部評価の実施等について定

める。 

（15）相談及び援助（第１６条） 

保護者からの相談への対応、必要な助言等の援助について定める。 

（16）緊急時等の対応（第１７条） 

支援中に子どもの体調が急変した場合等の対応について定める。 

（17）保護者に関する市町村への通知（第１８条） 

保護者が虚偽・不正行為によって給付費の支給を受け、または受け

ようとしたときの市町村への通知について定める。 

（18）運営規程（第１９条） 

事業者が定めるべき規程に関し、事業の目的及び運営の方針、提供

する支援の内容等、事業の運営に関する重要事項の策定について定め

る。 

（19）勤務体制の確保等（第２０条） 

適切な支援を提供できるよう、事業所ごとの職員の勤務体制の確保

や職員の質向上のための研修機会の確保等について定める。 

（20）利用定員の遵守（第２１条） 

１時間当たりの定員を超える支援の提供を禁止する。 

（21）掲示等（第２２条） 

事業所内における重要事項の掲示等について定める。 

（22）子どもの取扱い等（第２３条及び第２４条） 

子どもに対する差別的取扱い、虐待行為等を禁止する。 

（23）秘密保持等（第２５条） 

事業所の職員の秘密保持等に関し、業務上知り得た秘密の漏えいの

禁止及びその防止措置について定める。 

（24）情報の提供等（第２６条） 

保護者が適切に事業者を選択できるよう、支援の内容に関する情報

の提供等について定める。 

（25）利益供与等の禁止（第２７条） 

他の事業者またはその職員に対して、子どもやその家族を紹介する

対償として利益を供与することなどを禁止する。 

（26）苦情解決（第２８条） 

保護者等からの苦情へ対応するため、事業者が設置すべき受付窓口

等について定める。 

（27）地域との連携等（第２９条） 

地域住民や地域活動との連携・協力に関する努力義務について定 

める。 

（28）事故発生の防止及び発生時の対応（第３０条） 

事故防止のための指針の整備のほか、事故が発生した場合の連絡、

事故状況等の記録、損害賠償等の必要な措置について定める。 
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（29）会計の区分（第３１条） 

他の事業の会計との区分について定める。 

（30）記録の整備等（第３２条） 

事業所の職員、設備及び会計に関する諸記録の整備について定め

る。 

施 行 日 令和８年４月１日 

 

議案第１６号 

定 例 議 会 提 出 条 例 要 旨 

担当部課名 都市整備部 都市計画課 

議 案 名 富士見市立地適正化計画審議会条例の制定について 

制 定 趣 旨 

都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第８１条第１項に 

規定する立地適正化計画を策定するため、市長の諮問に応じ、審議する

機関を設置するため条例を制定するものです。 

主な制定内容 

（１）設置（第１条） 

  立地適正化計画を策定するため、富士見市立地適正化計画審議会

（以下「審議会」という。）を設置します。 

（２）所掌事務（第２条） 

  審議会は、市長の諮問に応じ、立地適正化計画の策定について審議

し、市長に答申します。 

（３）組織（第３条） 

  審議会は、委員１０人以内をもって組織します。 

（４）任期（第４条） 

 委員の任期は、委嘱の日から市長に答申した日までとします。 

（５）会長及び副会長（第５条） 

  審議会に会長及び副会長を置きます。 

（６）会議や関係者の出席（第６条～第７条） 

  会議の開催等に関する規定や、必要に応じて関係者に出席を求める

ことができる旨を定めています。 

（７）庶務（第８条） 

審議会の庶務は、都市整備部において処理します。 

（８）委任（第９条） 

  この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、

会長が審議会に諮って定めます。 

（９）附則 

  富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正します。 

施 行 日 令和８年４月１日 
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議案第１７号 

定 例 議 会 提 出 予 算 概 要 

担当部課名 政策財務部 財政課 

会 計 種 別 令和７年度富士見市一般会計補正予算（第７号） 

要 旨 
補正予算額 ７億４，９４８万３千円 

（補正後の歳入歳出予算総額 ４５０億４，０３１万６千円） 

主 な 内 容 

（特徴点） 

今回の補正予算は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活

用し、物価高騰に対する迅速な支援として、全市民への現金給付を実施す

るほか、市内商業団体が行う消費喚起事業に係る費用の一部補助などが主

な内容となっています。 

項 目 詳 細 
 

歳入予算の補正内容 

 

１ 国庫支出金 7 億 6,867 万 6 千円 

２ 繰入金   △1,919 万 3千円 

 

 

歳出予算の主な補正内容 

 

 １ くらし応援給付金支給事業（政策企画課）           7億4,635万9千円 

    エネルギー・食料品等の物価高騰による影響を受けている全市民に対し、１人  

当たり５，５００円の現金給付を実施するための補正 

 

 ２ 商工業推進事業（産業経済課）                    138万円 

   くらし応援給付金支給事業の実施に合わせ、市内商業団体が行う消費喚起事業に 

係る費用の一部を補助するための補正 

 

 ３ 小規模土地改良事業（農業振興課）                 174万4千円 

   土地改良団体に対し、農業用揚水施設に係る電気料金の高騰分を補助するための補 

  正 
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令和７年度一般会計補正予算（第７号） 
 
１ 補正予算（第７号）の概要 

今回の補正予算は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰

に対する迅速な支援として、全市民への現金給付を実施するほか、市内商業団体が行う  

消費喚起事業に係る費用の一部補助などが主な内容となっています。 
（単位 千円） 

２ 歳入歳出予算の補正 

（１）歳入歳出予算補正額                     ７４９，４８３ 

補正後累計額                     ４５，０４０，３１６ 
 
（２）歳入の内容 

ア 国庫支出金                        ７６８，６７６ 

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（政策企画課） 768,676 

 

  イ 繰入金                          △１９，１９３ 

    財政調整基金繰入金（財政課） △19,193 

    ・補正後繰入額 1,329,862（令和７年度末基金残高見込 3,616,842） 

 

（３）歳出の内容 

  ア くらし応援給付金支給事業（政策企画課）          ７４６，３５９ 

     エネルギー・食料品等の物価高騰による影響を受けている全市民に対し、１人

当たり５，５００円の現金給付を実施するための補正 
    【特定財源：物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（国） 740,997】 

 

  イ 小規模土地改良事業（農業振興課）               １，７４４ 

     土地改良団体に対し、農業用揚水施設に係る電気料金の高騰分を補助するため

の補正 
    【特定財源：物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（国） 1,732】 

 

  ウ 商工業推進事業（産業経済課）                 １，３８０ 

     くらし応援給付金支給事業の実施に合わせ、市内商業団体が行う消費喚起事業

に係る費用の一部を補助するための補正 
 

  エ 特別支援学校給食事業（学校給食センター）          財源内訳更正 

     食材価格高騰に伴い増額した特別支援学校給食の賄材料費に対して臨時交付金

を充当し、財源内訳更正するための補正 

    【特定財源：物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（国） 493】 
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  オ 学校給食事業（学校給食センター）              財源内訳更正 

     食材価格高騰に伴い増額した学校給食の賄材料費に対して臨時交付金を充当し、

財源内訳更正するための補正 

    【特定財源：物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（国） 25,454】 

 

３ 繰越明許費の補正 

（１）くらし応援給付金支給事業（政策企画課）           ７４６，３５９ 

    事業の実施期間が翌年度にわたるため繰り越すもの 

 

（２）商工業推進事業（産業経済課）                  １，１６１ 

    事業の実施期間が翌年度にわたるため繰り越すもの 
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議案第１８号 

定 例 議 会 提 出 予 算 概 要 

担当部課名 政策財務部 財政課 

会 計 種 別 令和７年度富士見市一般会計補正予算（第８号） 

要 旨 
補正予算額 ２１億７，２７７万３千円 

（補正後の歳入歳出予算総額 ４７２億１，３０８万９千円） 

主 な 内 容 

（特徴点） 

今回の補正予算は、国の補正予算を活用した勝瀬中学校及び水谷中学校

長寿命化工事（第３期）の前倒し実施や、新庁舎整備基金等への積立金の

増額を行うほか、各事業の進捗状況等を踏まえた事業費の減額補正や、繰

越明許費の設定などが主な内容となっています。 

項 目 詳 細 
 

歳入予算の主な補正内容 

 

１ 市税        4,488 万 5 千円 

２ 地方交付税   1 億 7,040 万 1 千円 

３ 国庫支出金   5 億 1,756 万 8 千円 

４ 県支出金      1,378 万円 

５ 寄附金       1,218 万 8 千円 

６ 諸収入     3 億 1,293 万 4 千円 

７ 市債      11 億 870 万円 

 

歳出予算の主な補正内容 

 

１ 学校施設整備事業（教育政策課）              15 億 7,158 万 6千円 

   国の補正予算を活用し、勝瀬中学校及び水谷中学校長寿命化工事（第３期）を 

前倒し実施するための補正  

  

２ 新庁舎整備基金積立事業（新庁舎整備室）                 2 億円 

   新庁舎の整備に向けて、新庁舎整備基金への積立てを増額するための補正 

 

３ 保育所等入所児童委託事業（保育課）               3 億 9,680 万円 

   給付費の単価改正等に伴い、管内及び管外施設型・地域型保育給付費を増額するた

めの補正 

 

４ 給与費等（職員課）                     1 億 4,760 万 2 千円 

   人事院勧告等に伴い、職員給与費等を増額するための補正 

 

５ 人事管理・研修事業ほか（職員課ほか）              7,285 万 5 千円 

   人事院勧告等に伴い、会計年度任用職員報酬等を増額するための補正 

 

６ 計画行政推進事業（政策企画課）                  280 万 6 千円 

まちづくり寄附金の増に伴い、必要となる経費を増額するための補正 
 



21 
 

令和７年度一般会計補正予算（第８号） 
 

１ 補正予算（第８号）の概要 

 今回の補正予算は、国の補正予算を活用した勝瀬中学校及び水谷中学校長寿命化工事（第

３期）の前倒し実施や、新庁舎整備基金等への積立金の増額を行うほか、各事業の進捗状況

等を踏まえた事業費の減額補正や、繰越明許費の設定などが主な内容となっています。 
（単位 千円） 

２ 歳入歳出予算の補正 

（１）歳入歳出予算補正額                   ２，１７２，７７３ 

  補正後累計額                       ４７，２１３，０８９ 
 
（２）歳入の内容 

ア 市税                            ４４，８８５ 

    個人市民税（税務課） 181,249 

    市たばこ税（税務課） △136,364 

 

イ 地方特例交付金                      △１７，９８０ 

    地方特例交付金（財政課） △17,980 

 

ウ 地方交付税                        １７０，４０１ 

    普通交付税（財政課） 170,401 

 

エ 国庫支出金                        ５１７，５６８ 

  施設型・地域型保育給付（保育課） 198,400 

  保険基盤安定負担金（保険税支援分）（保険年金課） 7,733 

  未就学児均等割保険税負担金（保険年金課） △257 

  産前産後保険税負担金（保険年金課） 103 

  自立支援事業費国庫負担金（障がい福祉課） 39,283 

  物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（政策企画課） △58,176 

  社会保障・税番号制度システム整備費補助金（市民課） 6,600 

  防災・安全交付金（道路治水課） 12,200 

  学校施設環境改善交付金（教育政策課） 311,682 

 

オ 県支出金                          １３，７８０ 

  施設型・地域型保育給付（保育課） 79,360 

  後期高齢者保険基盤安定負担金（保険年金課） △9,835 

  保険基盤安定負担金（保険税軽減分）（保険年金課） △4,569 

  保険基盤安定負担金（保険税支援分）（保険年金課） 3,867 

  未就学児均等割保険税負担金（保険年金課） △128 



22 
 

  産前産後保険税負担金（保険年金課） 52 

  自立支援事業費県費負担金（障がい福祉課） 19,641 

  こども医療費補助（子育て支援課） △5,453 

  低年齢児保育促進・障害児保育事業補助金（保育課） △14,652 

  教育認定子どもに係る施設型給付費等補助金（保育課） 19,840 

  一般県道三芳富士見線歩道整備事業事務委託金（まちづくり推進課） △74,343 

 

カ 財産収入                           ６，６９４ 

  公共施設整備基金利子（公共施設マネジメント課） 2,307 

  新庁舎整備基金利子（新庁舎整備室） 3,478 

  文化振興基金利子（文化・スポーツ振興課） 61 

  産業振興基金利子（産業経済課） 4 

  緑地保全基金利子（都市計画課） 844 

 

キ 寄附金                           １２，１８８ 

  まちづくり寄附金（政策企画課） 9,788 

  子ども未来応援基金寄附金（子ども未来応援センター） 2,400 

 

ク 繰入金                            ３，６０３ 

    財政調整基金繰入金（財政課） 5,321 

    ・補正後繰入額 1,335,183（令和７年度末基金残高見込 3,611,521） 

    緑地保全基金繰入金（都市計画課） △1,718 

 

ケ 諸収入                          ３１２，９３４ 

    デジタル基盤改革支援補助金（ＩＣＴ推進課） 312,362 

    未熟児養育医療給付費過年度再算定分負担金（子ども未来応援センター） 572 

 

コ 市債                         １，１０８，７００ 

  地方道路等整備事業債（財政課） △11,400 

  防災・安全社会資本整備事業債（財政課） △14,300 

  橋梁長寿命化整備事業債（財政課） △15,000 

  浸水対策事業債（財政課） △68,800 

  緑化推進事業債（財政課） △15,700 

  学校施設整備事業債（財政課） 1,259,600 

    文化財保護事業債（財政課） △25,700 
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（３）歳出の内容 

ア 給与費等（職員課）                    １４７，６０２ 

   人事院勧告等に伴い、職員給与費等を増額するための補正 

（ア）給料 75,035 

（イ）職員手当 56,558 

手当名称 金額 手当名称 金額 

地域手当 6,857 期末手当 23,302 

時間外勤務手当 6,190 勤勉手当 20,013 

通勤手当 196  

   （ウ）職員共済組合負担金 8,544 （エ）退職手当負担金 7,465 

 

イ 報酬等（職員課ほか）                    ７２，８５５ 

   人事院勧告等に伴い、会計年度任用職員報酬等を増額するための補正 

 （ア）報酬等 49,619 

 （イ）職員手当 19,823 

手当名称 金額 手当名称 金額 

地域手当 337 期末手当 10,363 

時間外勤務手当 159 勤勉手当 8,964 

 （ウ）費用弁償 38       （エ）職員共済組合負担金 3,000 

（オ）退職手当負担金 375 

 

ウ 会計管理事業（会計室）※会計年度任用職員報酬等を除く          １，７１６ 

   不足が見込まれる振込手数料及びＯＣＲ処理等業務委託料を増額するための補 

  正 

 

エ 各基金積立事業（新庁舎整備室ほか）            ２６８，８８２ 

   （ア）新庁舎整備基金への積立てを増額するための補正 

      新庁舎整備基金積立金（新庁舎整備室） 200,000 

   （イ）まちづくり寄附基金への積立てを増額するための補正 

まちづくり寄附金積立金（政策企画課） 9,788 

   （ウ）子ども未来応援基金への積立てを増額するための補正 

子ども未来応援基金積立金（子ども未来応援センター） 2,400 

   （エ）産業振興基金への積立てを増額するための補正 

産業振興基金積立金（産業経済課） 50,000 

   （オ）一括運用管理基金の運用利率について、当初の想定を上回る利率であったこ

とにより、不足が生じる各基金の利子の積立金を増額するための補正 6,694 
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  オ 計画行政推進事業（政策企画課）                ２，８０６ 

     まちづくり寄附金の増に伴い、必要となる経費を増額するための補正 
 

  カ 電子計算組織運営事業（ＩＣＴ推進課）            財源内訳更正 

     地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係るデジタル基盤改革支援補助

金の交付決定に伴い、財源内訳更正するための補正 

 
キ 針ケ谷コミュニティセンター維持管理事業（鶴瀬西交流センター） １，０６８ 

     電気料金及びガス料金の高騰に伴い、針ケ谷コミュニティセンター指定管理料

を増額するための補正 
 
 ク 市民文化会館維持管理事業（文化・スポーツ振興課）       ８，６７７ 

     電気料金の高騰に伴い、市民文化会館キラリふじみ指定管理料を増額するため

の補正 

 

ケ 居住関係公証事務事業（市民課）※会計年度任用職員報酬等を除く       ６，６００ 

     旧氏及び旧氏の振り仮名を戸籍の附票へ記載するためのシステム改修を行うた

めの補正 
    【特定財源：社会保障・税番号制度システム整備費補助金（国） 6,600】 

 

  コ 一般事務費（保険年金課）                  ３７，０５７ 

     国民健康保険特別会計予算の補正に伴い、同特別会計への繰出金を増額するた

めの補正 

   

  サ 国民健康保険事業（保険年金課）                ９，０６７ 

     国民健康保険基盤安定事業費の確定に伴い、国民健康保険特別会計への繰出金

を増額するための補正 

    【特定財源：保険基盤安定負担金（保険税支援分）（国） 7,733、保険基盤安定

負担金（保険税支援分）（県） 3,867、未就学児均等割保険税負担金（国）       

△257、未就学児均等割保険税負担金（県） △128、産前産後保険税負担金（国）

103、産前産後保険税負担金（県） 52、 保険基盤安定負担金（保険税軽減分）

（県） △4,569】 

基金名称 所管課 利子積立額 特定財源（基金利子） 
公共施設整備基金 公共施設マネジメント課 2,307 2,307 

新庁舎整備基金 新庁舎整備室 3,478 3,478 

文化振興基金 文化・スポーツ振興課 61 61 

緑地保全基金 都市計画課 844 844 

産業振興基金 産業経済課 4 4 
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  シ 物価高騰重点支援給付金支給事業（定額減税補足給付金）（福祉政策課） 

                                 △５８，１７６ 

     支給事業の完了に伴い、事業費等を減額するための補正 

    【特定財源：物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（国） △58,176】 

 

  ス 後期高齢者医療事務事業（保険年金課）※会計年度任用職員報酬等を除く △１３，１１４ 

     後期高齢者医療事業特別会計予算の補正に伴い、同特別会計への繰出金を減額

するための補正 

    【特定財源：後期高齢者保険基盤安定負担金（県） △9,835】 

 

  セ 一般事務費（高齢者福祉課）※会計年度任用職員報酬等を除く       △５，８５１ 

     上沢地域ゲートボール場の原状回復工事費を減額するほか、介護保険特別会計

予算の補正に伴い、同特別会計への繰出金を増額するための補正 

   （ア）ゲートボール場原状回復工事 △7,565 

   （イ）介護保険特別会計繰出金 1,714 

 

  ソ 生活困窮者自立支援事業（福祉政策課）             ３，４４１ 

     令和６年度に交付された生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金の超過交

付分を返還するための補正 

 

  タ 自立支援給付事業（障がい福祉課）※会計年度任用職員報酬等を除く    ７８，５６７ 

     不足が見込まれる障害介護給付費を増額するための補正 

    【特定財源：自立支援事業費国庫負担金（国） 39,283、自立支援事業費県費負担

金（県） 19,641】 

 

  チ 一般事務費（子育て支援課）※会計年度任用職員報酬等を除く        ４，３５３ 

     令和６年度に交付された子ども・子育て支援事業費補助金（児童手当制度改正

実施円滑化事業）の超過交付分を返還するための補正 

 

  ツ こども医療費支給事業（子育て支援課）           △１８，９３８ 

     当初の想定を下回る見込みのこども医療費を減額するための補正 

    【特定財源：こども医療費補助（県） △5,453】 

 

  テ 保育所等入所児童委託事業（保育課）            ３９６，８００ 

     給付費の単価改正等に伴い、管内及び管外施設型・地域型保育給付費を増額す

るための補正 

    【特定財源：施設型・地域型保育給付（国） 198,400、施設型・地域型保育給付

（県）79,360、教育認定子どもに係る施設型給付費等補助金（県） 19,840】 
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  ト 民間保育所等運営助成事業（保育課）            △２９，３０５ 

     １歳児担当保育士の配置改善に対する加算が補助金から給付費へ移行したこと

に伴い、市補助金を減額するための補正 

    【特定財源：低年齢児保育促進・障害児保育事業補助金（県） △14,652】 

 

  ナ 保育所運営事業（保育課）                   ３，６０６ 

     不足が見込まれる公立保育所の賄材料費を増額するための補正 

 

  ニ 感染症等予防対策事業（健康増進センター）※会計年度任用職員報酬等を除く 

△７３，４１４ 

     当初の想定を下回る見込みの新型コロナウイルスワクチン接種費を減額するた

めの補正 

 

  ヌ 入間東部地区事務組合運営事業（斎場管理分）（環境課）    △１７，３２２ 

     入間東部地区事務組合の予算の補正に伴い、同組合への負担金を減額するため

の補正 

 

  ネ 入間東部地区事務組合運営事業（し尿処理分）（環境課）     ７，２３１ 

     入間東部地区事務組合の予算の補正に伴い、令和７年度分の同組合への負担金

を減額するほか、報告数値の誤りに基づく令和３年度から令和６年度までの負担

金を増額するための補正 

   （ア）入間東部地区事務組合負担金 △4,791 

   （イ）過年度分入間東部地区事務組合負担金 12,022 

 

  ノ 道路修繕事業（道路治水課）                △３２，４８７ 

     国の補正予算を活用し、市道第５２３０号線整備工事を前倒し実施するほか、

事業費の確定等により工事請負費等を減額するための補正 

    【特定財源：防災・安全交付金（国） 12,200、地方債 △40,700】 

 

  ハ 浸水対策事業（道路治水課）                △７０，４２０ 

     山室排水路における水路改修工事の本年度工事範囲を変更するほか、施設更新

工事の整備内容の見直し等により、工事請負費を減額するための補正 

    【特定財源：地方債 △68,800】 

 

  ヒ シティゾーン整備推進事業（まちづくり推進課）       △７４，３４３ 

     一般県道三芳富士見線の歩道整備事業に係る用地取得計画等の変更に伴い、委

託料等を減額するための補正 

【特定財源：一般県道三芳富士見線歩道整備事業事務委託金（県） △74,343】 
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  フ 鶴瀬駅西口土地区画整理事業（鶴瀬駅周辺地区整備事務所）      ８０２ 

     鶴瀬駅西口土地区画整理事業特別会計予算の補正に伴い、同特別会計への繰出

金を増額するための補正 

 

  ヘ 鶴瀬駅東口土地区画整理事業（鶴瀬駅周辺地区整備事務所）      ９３２ 

     鶴瀬駅東口土地区画整理事業特別会計予算の補正に伴い、同特別会計への繰出

金を増額するための補正 

 

  ホ 公園整備事業（都市計画課）                △１７，４１８ 

     購入面積が減少した谷津の森に係る用地取得費を減額するための補正 

【特定財源：緑地保全基金繰入金 △1,718、地方債 △15,700】 

 

  マ 入間東部地区事務組合運営事業（常備消防費）（危機管理課）  △６，２４７ 

     入間東部地区事務組合の予算の補正に伴い、同組合への負担金を減額するため

の補正 

 

  ミ 入間東部地区事務組合運営事業（非常備消防費）（危機管理課） △５，１９２ 

     入間東部地区事務組合の予算の補正に伴い、同組合への負担金を減額するため

の補正 

 

  ム 学校施設整備事業（教育政策課）            １，５７１，５８６ 

     国の補正予算を活用し、勝瀬中学校及び水谷中学校長寿命化工事（第３期）を

前倒し実施するための補正 

    【特定財源：学校施設環境改善交付金（国） 311,682、地方債 1,259,600】 

 

  メ 文化財保護行政事務事業（生涯学習課）※会計年度任用職員報酬等を除く △２８，６４８ 

     年度内の実施が困難となった難波田城跡土塁の用地購入費を減額するための補

正 

    【特定財源：地方債 △25,700】 

 

３ 繰越明許費の補正 

（１）居住関係公証事務事業（市民課）                 ６，６００ 

    旧氏及び旧氏の振り仮名記載に係る各システムの改修について、国の補助金を活

用するにあたり、事業の実施が翌年度に渡るため繰り越すもの 

 

（２）道路修繕事業（道路治水課）                  ２８，５６０ 

    国の補正予算を活用し、令和８年度に予定していた市道第５２３０号線整備工事

を前倒し実施するため繰り越すもの 
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（３）幹線道路整備事業（道路治水課）                ３９，７１３ 

    市道第５１１８号線（みずほ台駅東通線）の道路用地買収費及び物件補償料の支

払いが年度内に完了しないことから繰り越すもの 

 

（４）生活道路整備事業（道路治水課）                ３８，１７７ 

    市道第４７０号線の排水構造物の製作に時間を要し、年度内の完了が困難なため

繰り越すもの 

 

（５）浸水対策事業（道路治水課）                  ２１，８５０ 

    山室排水路改修工事の排水構造物の製作に時間を要し、年度内の完了が困難なた

め繰り越すもの 

 

（６）学校施設整備事業（教育政策課）             １，５７１，５８６ 

    国の補正予算を活用し、令和８年度に予定していた勝瀬中学校及び水谷中学校の

長寿命化工事（第３期）を前倒し実施するため繰り越すもの 

 

４ 地方債の補正 

（１）地方道路等整備事業債（財政課） 

    舗装修繕工事の整備内容の見直しによる工事請負費の減額に伴い、地方債を減額

するもの 
・（補正前）157,900 → （補正後）146,500（△11,400） 

 

（２）防災・安全社会資本整備事業債（財政課） 

 国の補正予算を活用し、市道第５２３０号線整備工事を前倒し実施することに伴

う増額、及び舗装修繕工事の整備内容の見直しによる工事請負費の減額に伴い、地

方債を減額するもの 
   ・（補正前）65,400 → （補正後）51,100（△14,300） 

    内訳 市道第５２３０号線整備工事  16,300 

       舗装修繕工事の整備内容見直し △30,600 

 

（３）橋梁長寿命化整備事業債（財政課） 

    橋梁修繕工事に係る負担金の減額に伴い、地方債を減額するもの 
   ・（補正前）82,900 → （補正後）67,900（△15,000） 

 

（４）浸水対策事業債（財政課） 

    山室排水路における水路改修工事の本年度工事範囲の変更、及び施設更新工事の

整備内容の見直し等による工事請負費の減額に伴い、地方債を減額するもの 
・（補正前）208,500 → （補正後）139,700（△68,800） 
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（５）緑化推進事業債（財政課） 

    購入面積が減少した谷津の森に係る用地取得費の減額に伴い、地方債を減額する

もの 

・（補正前）470,400 → （補正後）454,700（△15,700） 

 

（６）学校施設整備事業債（財政課） 

    国の補正予算を活用し、勝瀬中学校及び水谷中学校長寿命化工事（第３期）を前

倒しして予算計上するため増額するもの 
・（補正前）287,600 → （補正後）1,547,200（＋1,259,600） 

 

（７）文化財保護事業債（財政課） 

    年度内の実施が困難となった難波田城跡土塁の用地購入費の減額に伴い、地方債

を減額するもの 
・（補正前）25,700 → （補正後）0（△25,700） 
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議案第１９号 

定 例 議 会 提 出 予 算 概 要 

担当部課名 市民部 保険年金課 

会 計 種 別 
令和７年度富士見市国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算  

（第３号） 

要 旨 
今回の補正は、歳入歳出とも４６，１２４千円を増額し、予算    

総額を９，４０５，９６５千円とする。 

主 な 内 容 

（特徴点） 

１ 額確定による基盤安定繰入金等の増額、未就学児均等割保険税

繰入金の減額及び歳出増に伴う一般会計繰入金等の増額 

２ 歳出については、会計年度任用職員の報酬等の増額及び交付金

の精算に伴う償還金の増額 

項 目 詳 細 

１ 歳入 

(1)保険基盤安定繰入金        ９，３７５千円 

(2)未就学児均等割保険税繰入金   △５１４千円 

 (3)事務費繰入金          １，８９２千円 

(4)産前産後保険税繰入金        ２０６千円 

(5)一般会計繰入金        ３５，１６５千円 

 

 

 

 

２ 歳出 

 (1)一般管理費 

（会計年度任用職員報酬等）   １，１４０千円 

(2)特定健康診査等事業費 

（会計年度任用職員報酬等）     ７５２千円 

(3)償還金           ４４，２３２千円 

 

 

 

 



 

31 
 

令和７年度富士見市国民健康保険特別会計（事業勘定） 

補正予算（第３号） 
 

１ 補正予算（第３号）の概要 

今回の補正予算は、歳入について、一般会計繰入金の増額補正を行うものです。また、

歳出について、会計年度任用職員の報酬等の増額補正及び諸支出金の保険給付費等交付金 

等の精算に伴う償還金の増額補正を行うものです。歳入歳出総額としては、４，６１２万

４千円を増額し、補正後予算総額は９４億５９６万５千円となります。 

 

（単位 千円） 

２ 歳入歳出予算の補正                       

（１）歳入歳出予算補正額                      ４６，１２４ 
   補正後累計額                      ９，４０５，９６５ 
 

（２）歳入の内容 
  ア 国民健康保険税                       ４６，１２４ 

    保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） △6,091 

保険基盤安定繰入金（保険税支援分） 15,466 

未就学児均等割保険税繰入金 △514 

事務費繰入金 1,892 

産前産後保険税繰入金 206 

一般会計繰入金 35,165 

 

（３）歳出の内容 

ア 総務費                            １，１４０ 

  会計年度任用職員報酬 790 

期末手当（会計年度任用職員） 187 

勤勉手当（会計年度任用職員） 163 

 

イ 保健事業費                           ７５２ 

  会計年度任用職員報酬 507 

期末手当（会計年度任用職員） 131 

勤勉手当（会計年度任用職員） 114 

 

ウ 諸支出金                          ４４，２３２ 

  国庫支出金等償還金 44,232 
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議案第２０号 

定 例 議 会 提 出 予 算 概 要 

担当部課名 健康福祉部 高齢者福祉課 

会 計 種 別 令和７年度富士見市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

要 旨 
今回の補正は、歳入歳出とも８，２７７千円を追加し、予算総額

を８９億２，１４５万７千円とする。 

主 な 内 容 

（特徴点） 

１ 令和７年度税制度改正に伴うシステム改修費の増額補正と報酬

改定等に伴うシステム改修補助金の予算計上 

２ 会計年度任用職員の報酬改定に伴う報酬の増額補正とこれに伴

う歳入の増額及び補正 

項 目 詳 細 

１ 歳入 

(1)保険料               ４０２千円 

(2)国庫支出金           ２，１９５千円 

地域支援事業交付金（総合）323千円、地域支援事業交付金（総

合以外）160千円、報酬改定等に伴うシステム改修補助金 1,712

千円 

(3)支払基金交付金（総合）       ３５３千円 

(4)県支出金              ２４３千円 

地域支援事業交付金（総合）162千円（総合以外）81千円 

(5)財産収入            １，３２３千円 

(6)繰入金             ３，７６１千円 

その他一般会計繰入金1,804千円、地域支援事業交付金（総合）

162千円、知域支援事業交付金（総合以外）81千円、一般事務費

繰入金 1,714千円 
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２ 歳出 

(1) 総務費             ５，２３０千円 

一般管理費146千円、認定調査費1,658千円、令和７年度税制改

正に伴うシステム改修費3,426千円 

(2) 地域支援事業費         １，７２４千円 

介護予防・生活支援サービス事業費 1,302 千円（高齢者福祉課

367千円、増進センター935千円）任意事業費・認知症総合支援

事業費422千円 

(3)基金積立金           １，３２３千円 
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令和 7 年度介護保険特別会計補正予算（第２号） 
 
１ 補正予算(第２号)の概要 

 今回の補正予算は、会計年度任用職員の報酬及び期末・勤勉手当の改定、介護保険給付

費準備基金の利子の積立予算及び報酬改定等に伴うシステム改修費用に不足が生じたこと

に伴う補正が主な内容となっています。 
 

（単位 千円） 
２ 歳入歳出予算の補正 

（１）歳入歳出予算補正額                       ８，２７７ 

補正後累計額                         ８，９２１，４５７ 
 
（２）歳入の内容 

ア 保険料                                ４０２ 

    普通徴収保険料 402 

イ 国庫支出金                            ２，１９５ 

    現年度分地域支援事業交付金 483 

    報酬改定等に伴うシステム改修補助金 1,712 

ウ 支払基金交付金                           ３５３ 

    現年度分介護給付費交付金 99 

現年度分地域支援事業支援交付金 254 

エ 県支出金                               ２４３ 

    現年度分地域支援事業交付金 243 

オ 財産収入                           １，３２３ 

    介護保険給付費準備基金利子 1,323 

  カ 繰入金                                                         ３，７６１ 
一般事務費繰入金 1,860 

認定事務費繰入金 1,658 

現年度分地域支援事業繰入金 243 

 
（３）歳出の内容 

  ア 総務費                            ５，２３０ 

    会計年度任用職員報酬 1,252 

    期末・勤勉手当（会計年度任用職員） 552 

    報酬改定等システム改修委託 3,426 

イ 地域支援事業費                        １，７２４ 

  会計年度任用職員報酬 1,253  

  期末・勤勉手当（会計年度任用職員） 471 

ウ 基金積立金                          １，３２３ 

  介護保険給付費準備基金積立金 1,323 
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議案第２１号 

定 例 議 会 提 出 予 算 概 要 

担当部課名 市民部 保険年金課 

会 計 種 別 令和７年度富士見市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

要 旨 
今回の補正は、歳入歳出とも３，７２４万６千円を追加し、予算

総額を１７億３，０９６万４千円とする。 

主 な 内 容 

（特徴点） 

１ 被保険者１人当たり所得額の上昇による後期高齢者医療保険料

及び後期高齢者医療広域連合納付金の増額補正 

２ 保険基盤安定繰入金の額の確定による減額補正 

項 目 詳 細 

 

１ 歳入 

(1) 特別徴収保険料    ２，１４２万６千円 

(2) 普通徴収保険料    ２，８９３万４千円 

(3) 保険基盤安定繰入金 △１，３１１万４千円 

 

 

２ 歳出 

 (1) 後期高齢者医療広域連合納付金 

３，７２４万６千円 
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令和７年度富士見市後期高齢者医療事業特別会計 

補正予算（第１号） 
 
１ 補正予算（第１号）の概要 

今回の補正予算は、被保険者１人当たりの保険料額の増加及び保険基盤安定繰入金の額

の確定による補正が主な内容となります。 

 

 （単位 千円） 

２ 歳入歳出予算の補正                       

（１）歳入歳出予算補正額                      ３７，２４６ 

   補正後累計額                       １，７３０，９６４ 
 
（２）歳入の内容 

   後期高齢者医療保険料                     ５０，３０６ 

   特別徴収保険料 21,426 

   現年度分保険料 27,491 

  滞納繰越分保険料 1,443 

   繰入金                           △１３，１４４ 
   保険基盤安定繰入金 △13,144                           

 
（３）歳出の内容 

   後期高齢者医療広域連合納付金                 ３７，２４６ 

   後期高齢者医療広域連合納付金 37,246 
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議案第２２号 

定 例 議 会 提 出 予 算 概 要 

担当部課名 都市整備部 鶴瀬駅周辺地区整備事務所 

会 計 種 別 
令和７年度富士見都市計画事業鶴瀬駅西口土地区画整理事業特別会計補

正予算（第２号） 

要 旨 
今回の補正は、歳入歳出ともに８０万２千円を増額し、予算総額を  

１億１，３７３万２千円とするもの。 

主 な 内 容 

（特徴点） 

１ 歳入 歳出の増額に伴う一般会計繰入金の増額補正 

２ 歳出 

・総務費 人件費の増額補正 

項 目 詳 細 

１ 歳入 

（１）一般会計繰入金   ８０万２千円 
歳出予算の増額に伴い、歳入予

算（繰入金）の増額補正を行う

もの 

２ 歳出 

（１）総務費       ８０万２千円 

給与費      ７５万２千円（正規職員） 

    報酬          ５万円（会計年度） 

 

 

 

 

 

 

人事院勧告による人件費の増額

補正を行うもの 
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令和７年度富士見都市計画事業鶴瀬駅西口 
土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号） 

 
１ 補正予算（第２号）の概要 

今回の補正予算は、人事院勧告による職員給与費等の増額補正を行う内容となっていま

す。 
歳入については、歳出予算の増額に伴う、繰入金の増額補正を行うものです。 

 
                                  （単位 千円） 
２ 歳入歳出予算の補正 

（１）歳入歳出予算補正額                         ８０２ 
   補正後累計額                        １１３，７３２ 
 
（２）歳入の内容 

  ア 繰入金                              ８０２ 

    一般会計繰入金 802 

 

（３）歳出の内容 

  ア 給与費等（職員課）                        ８０２ 

①給料 380 

②職員手当等 284 

③共済費 50 

④負担金、補助及び交付金 38 

⑤報酬 50 
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議案第２３号 

定 例 議 会 提 出 予 算 概 要 

担当部課名 都市整備部 鶴瀬駅周辺地区整備事務所 

会 計 種 別 
令和７年度富士見都市計画事業鶴瀬駅東口土地区画整理事業特別会計補

正予算（第２号） 

要 旨 

今回の補正は、歳入歳出ともに９３万２千円を増額し、予算総額を４

億４３１万１千円とするもの。 

また、年度内の完了が困難となった委託料等を繰り越すもの。 

主 な 内 容 

（特徴点） 

１ 歳入 歳出の増額に伴う一般会計繰入金の増額補正 

２ 歳出 

・総務費 人件費の増額補正 

３ 繰越明許 

  ・委託料等について、年度内の完了が困難なため繰り越すもの。 

項 目 詳 細 

１ 歳入 

（１）一般会計繰入金   ９３万２千円 

歳出予算の増額に伴い、歳入予

算（繰入金）の増額補正を行う

もの 

２ 歳出 

（１）総務費       ９３万２千円 

    給与費      ８８万１千円（正規職員） 

    報酬        ５万１千円（会計年度） 

 

（２）繰越明許   ８，３２２万５千円 

    役務費      ２８万６千円 

    委託料     ７５８万７千円 

    使用料及び賃借料     ２４１万円 

    工事請負費   ４，６４４万円 

補償、補填及び賠償金 ２，６５０万２千円 

 

人事院勧告による人件費の増額

補正を行うもの 

 

 

権利者交渉に時間を要している

こと、トイレ設置工事の入札が

２度にわたり不調となったこ

と、歩道整備工事がトイレ設置

工事の進捗に影響を受けること

から、年度内完了が困難となっ

たもの 
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令和７年度富士見都市計画事業鶴瀬駅東口 
土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号） 

 
１ 補正予算（第２号）の概要 

今回の補正予算は、人事院勧告による職員給与費等の増額補正を行うとともに、年度内

の完了が困難となった委託料、工事請負費、補償、補填及び賠償金などの繰越明許費の設

定を行う内容となっています。 
歳入については、歳出予算の増額に伴う、繰入金の増額補正を行うものです。 

 
                                  （単位 千円） 
２ 歳入歳出予算の補正 

（１）歳入歳出予算補正額                         ９３２ 
   補正後累計額                        ４０４，３１１ 
 
（２）歳入の内容 

  ア 繰入金                              ９３２ 

    一般会計繰入金 932 

 

（３）歳出の内容 

  ア 給与費等（職員課）                        ９３２ 

①給料  454 

②職員手当等 321 

③共済費 54 

④負担金、補助及び交付金 52 

⑤報酬 51 

 

３ 繰越明許費 

（１）鶴瀬駅東口土地区画整理事業                  ８３，２２５ 

  ・物件移転に係る権利者交渉に時間を要し、年度内の完了が困難なため繰り越すもの 

56,785 

  ・鶴瀬駅東口駅前トイレ設置工事について、入札の２度にわたる不調により、年度内

の完了が困難なため繰り越すもの 22,000 

  ・歩道整備工事について、鶴瀬駅東口駅前トイレ設置工事の進捗に影響を受けること

から、年度内の完了が困難なため繰り越すもの 4,440 
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議案第２４号 

定 例 議 会 提 出 予 算 概 要 

担当部課名 政策財務部 財政課 

会 計 種 別 令和８年度富士見市一般会計予算 

要 旨 歳入歳出予算総額 ４６４億６，９２２万８千円 

主 な 内 容 

（特徴点） 

・令和８年度一般会計予算は、前年度比 28 億 6,248 万 5 千円の増(6.6％

増) 

・歳入の市税収入は、個人市民税や固定資産税の増額などにより、3 億

8,961 万 1 千円の増（2.3％増） 

・歳出の総務費は、新庁舎整備に係る水路移設工事費の皆増などにより、  

13 億 5,949 万 3 千円の増（21.7％増） 

項 目 詳 細 
 

●予算編成概要 
令和８年度は、第６次基本構想・第２期基本計画の初年度であることから、理想の   

“未来”の実現に向け「計画を力強く前進させる年」と位置づけ、推進力のある予算を   
編成した。 
歳入については、国・県支出金等の動向を的確に見込むとともに、市税については、   

個人市民税や固定資産税の増収などにより、前年度当初予算に対し増額を見込んだ。また、
地方交付税及び地方消費税交付金についても地方財政計画等を踏まえ増額を見込んだ。 
歳出については、財政規律を踏まえつつ、計画に位置付けた施策を着実に推進する   

予算を計上したほか、扶助費などの義務的経費の増額を見込むとともに、新たに    

「みらいＣプロジェクト」として位置付けた新庁舎整備事業の進展などによる普通建設 

事業費の増額を見込んだ。 

その結果、一般会計の当初予算総額は、歳入歳出それぞれ 464 億 6,922 万 8 千円と    

なった。これは、前年度に比べ、28 億 6,248 万 5 千円の増、率にして 6.6％の増となり、

予算総額としては過去最大の規模となった。 

 

●主な歳入予算の内容 

 

１ 市税  176 億 1,318 万 6千円（前年度比 2.3％増） 

個人市民税は、税法改正により納税義務者数は減少を見込むものの、一人当たり給

与所得の増額などを鑑み、前年度に比べ 3億 9,187 万 6 千円の増となる 84億 2,275 万

7 千円を見込んだ。 

固定資産税は、土地については、富士見上南畑地区産業団地の開発に係る増額を  

見込むほか、家屋については、新増築による課税棟数の増加等を鑑み、前年度に比べ 

1 億 3,241 万 8 千円の増となる 64億 6,801 万 8千円を見込んだ。 

 

 

２ 地方交付税  47 億 5千万円（前年度比 4.9％増） 

   普通交付税については地方財政計画等を踏まえ、前年度に比べ 2 億円の増となる  

45 億円を見込むほか、特別交付税については交付実績に基づき、前年度に比べ    

2 千万円の増となる 2億 5千万円を見込んだ。 

 



 

42 

 

●主な歳出予算の内容  

 

１ 朝のこどもの居場所づくり事業（保育課） 

  ・朝の時間帯における児童の見守りを全小学校で実施（拡充） 1,329 万 5千円 

 

２ 保育所等施設整備事業（保育課） 

  ・保育施設を新設する民間事業者に対し、施設整備費用の一部を補助（新規） 

2 億 3,621 万 2 千円 

 

３ 学校教育振興事業（学校教育課） 

  ・各学校に授業支援等を行うＧＩＧＡスクールサポーターを配置（新規）674 万 7 千円 

  ・英語検定試験検定料補助金の対象学年及び補助金額を拡充（拡充） 83 万円 

 

４ 特別支援学校給食事業・学校給食事業（学校給食センター） 

  ・小学校及び特別支援学校小学部の給食費を無償化（新規） 3 億 1,088 万 7 千円 

・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、高騰する食材費を賄う学校  

給食費の値上げ相当分の支援（継続） 4,988 万円 

    

５ 高齢者生活支援事業（高齢者福祉課） 

・補聴器及び付属品購入費用の助成（新規） 167 万 7 千円 

 

６ 健康診査事業（健康増進センター） 

  ・ＡＹＡ世代終末期がん患者の在宅療養費等の補助（新規） 52 万 7 千円 

・がん治療に伴う外見上の変化に対するアピアランスケア用品購入費用の補助（新規） 

40 万円 

 

７ 新庁舎整備事業・新庁舎整備基金積立事業（新庁舎整備室） 

  ・水路の移設（新規） 2億 6,288 万 3千円 

・新庁舎建設設計（継続） 2億 9,030 万 9千円  

  ・新庁舎執務環境設計（継続） 1,343 万 4千円 

  ・新庁舎ネットワーク設計（継続） 1,210 万円 

  ・新庁舎整備基金への積立（継続） 5億円 

 

８ 「減らせ！ＣＯ２」推進事業（環境課） 

・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、省エネ家電への買い換えに  

対して補助金を交付（新規） 2,000 万円 

 

９ 公園・緑地維持管理事業（都市計画課） 

  ・大御庵の杜の古民家等保全工事に向けた設計業務委託（新規） 795 万円 

 

10 水谷柳瀬川土地利用推進事業（まちづくり推進課） 

  ・水谷調節池周辺の整備（新規） 3,098 万 6千円 

 

 

 



 

43 

 

 

11 防災対策事業（危機管理課） 

  ・災害対応体制の強化に向けた中央防災センターの整備（継続） 2億 5,550 万円 

 

12 燃えないまちづくりに向けた各種施策 

  ・木造住宅密集市街地に居住する避難行動要支援者に対する感震ブレーカーの購入費

を補助（新規・危機管理課） 281 万 8千円 

  ・立地適正化計画の策定業務委託に含め、準防火地域指定に係る基礎調査を実施  

（新規・都市計画課） 2,609 万 2千円 

  ・空家の改修や利活用、除却等を促進するための各種補助金の交付（継続・建築    

指導課）580 万円 

 

13 居住関係公証事務事業（市民課） 

  ・庁舎内へのキオスク端末機の設置（新規） 1,120 万 7千円 
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議案第２４号関係 

令和８年度富士見市一般会計予算（概要） 

～第６次基本構想・第２期基本計画を力強く前進させる予算～ 

 

１ 予算概要・予算規模 

 

令和８年度は、第６次基本構想・第２期基本計画の初年度であることから、理想の 

“未来”の実現に向け「計画を力強く前進させる年」と位置づけ、推進力のある予算を

編成した。 

歳入については、国・県支出金等の動向を的確に見込むとともに、市税については、

個人市民税や固定資産税の増収などにより、前年度当初予算に対し増額を見込んだ。 

また、地方交付税及び地方消費税交付金についても地方財政計画等を踏まえ増額を  

見込んだ。 

歳出については、財政規律を踏まえつつ、計画に位置付けた施策を着実に推進する 

予算を計上したほか、扶助費などの義務的経費の増額を見込むとともに、新たに   

「みらいＣプロジェクト」として位置付けた新庁舎整備事業の進展などによる普通建設

事業費の増額を見込んだ。 

その結果、一般会計の当初予算総額は、歳入歳出それぞれ 464 億 6,922 万 8千円と

なった。これは、前年度に比べ、28億6,248万5千円の増、率にして6.6％の増となり、

予算総額としては過去最大の規模となった。 

 

 

 

  

  

378.0 390.4 406.6 
436.1 

464.7 

R4 R5 R6 R7 R8

（単位 億円） ＜当初予算推移＞ 
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議案第２４号関係 

２ 歳入予算の主な特徴 

 

(1) 市税 

市税の総額は、個人市民税や固定資産税の増額などにより、前年度に比べ 3 億 8,961

万 1千円の増となる176億1,318万 6千円を見込んだ。 

 ＜主な増要因＞ 

・個人市民税は、税法改正により納税義務者数は減少を見込むものの、一人当たり   

給与所得の増額などを鑑み、前年度に比べ3億9,187万 6千円の増となる84億2,275

万 7千円を見込んだ。 

・固定資産税は、土地については、富士見上南畑地区産業団地の開発に係る増額を   

見込むほか、家屋については、新増築による課税棟数の増加等を鑑み、前年度に比べ

1億3,241万 8千円の増となる64億6,801万 8千円を見込んだ。 

 

(2) 地方消費税交付金 

地方消費税交付金は、地方財政計画や交付実績等を踏まえ、前年度に比べ 2 億円の  

増となる27億円を見込んだ。 

 

(3) 地方特例交付金 

地方特例交付金は、ガソリン税の暫定税率廃止に伴う地方揮発油譲与税、及び自動車

税環境性能割の廃止に伴う環境性能割交付金の減収見込分が措置されることを踏まえ、

前年度に比べ5千万円の増となる2億円を見込んだ。 

 

(4) 地方交付税 

地方交付税は、普通交付税については地方財政計画等を踏まえ、前年度に比べ2億円

の増となる 45 億円を見込むほか、特別交付税については交付実績に基づき、前年度に

比べ2千万円の増となる2億5千万円を見込み、総額として47億5千万円を見込んだ。 

 

(5) 繰入金 

繰入金は、前年度に比べ 1億 3,451 万 1 千円の減となる 15億 2,698 万 4千円を計上

した。このうち財政調整基金からの繰入金は、前年度に比べ1億6,827万 8千円の減と

なる13億5,402万 7千円を計上した。 

 

(6) 市債 

市債は、普通建設事業費の増額に伴い、前年度に比べ 12 億 7,540 万円の増となる 32

億 6,110万円を計上した。 

また、市債のうち臨時財政対策債は、令和７年度に引き続きゼロとなった。 
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議案第２４号関係 

３ 歳出予算の主な特徴（重点施策） 

※令和8年度予算編成方針に掲げた重点施策ごとに主なものを抜粋 

（1）こども・子育て施策 

①国際交流事業（文化・スポーツ振興課） 

・中高生を対象としたセルビア共和国シャバツ市でのホームステイ実施に向けた 

事前準備（新規） 164万 9千円 

 

②朝のこどもの居場所づくり事業（保育課） 

・朝の時間帯における児童の見守りを全小学校で実施（拡充） 1,329万 5千円 

 

③民間保育所等運営助成事業（保育課） 

 ・障害児保育事業費補助金について、単価及び対象者を拡充（拡充） 4,536万円 

 

④保育所等施設整備事業（保育課） 

・保育施設を新設する民間事業者に対し、施設整備費用の一部を補助（新規） 

2億3,621万 2千円 

 

⑤母子保健事業（子ども未来応援センター） 

 ・1か月児健診の受診費用助成（新規） 445万 5千円 

 ・産後ケア事業のメニューに宿泊型を追加（拡充） 1,983万 6千円 

・産婦健康診査の助成上限回数を２回に拡充（拡充） 787万 5千円 

  

⑥校用備品整備事業（教育政策課） 

・各学校の図書室に図書管理システムを導入（新規） 7,612万 1千円 

 

⑦放課後等学習支援事業（生涯学習課） 

・小学生対象の家庭学習応援事業の会場や期間、及び対象学年等を変更（拡充）  

1,368万 8千円 

 

⑧学校教育振興事業（学校教育課） 

・各学校に授業支援等を行うＧＩＧＡスクールサポーターを配置（新規）  

674万 7千円 

   ・英語検定試験検定料補助金の対象学年及び補助金額を拡充（拡充） 83万円 

・ＩＣＴを活用したＳＴＥＭ教育の実施（継続） 25万6千円 

  

⑨いのちの大切さをはぐくむ事業（学校教育課） 

・「いのちの授業」の年２回実施、及び「ＰＵＳＨ講習」を各学校で実践（拡充） 

144万円 
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議案第２４号関係 

⑩学校教育支援事業（学校教育課） 

・校内教育支援センター機能の拡充（拡充） 441万 5千円 

 

⑪特別支援学校給食事業・学校給食事業（学校給食センター） 

    ・小学校及び特別支援学校小学部の給食費を無償化（新規） 3億1,088万 7千円 

・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、高騰する食材費を賄う学校

給食費の値上げ相当分の支援（継続） 4,988万円 

 

（2）社会保障施策 

①生活困窮者自立支援事業（福祉政策課） 

 ・生活困窮世帯等の小中高生等を対象とした学習支援（継続） 3,427万 4千円 

 

②重層的支援体制整備事業（福祉政策課） 

   ・複雑化、複合化した福祉課題の解決に資する包括的な支援（新規） 499万 8千円 

  ※重層的支援体制整備事業の開始に伴い、関係各課の関連事業については、重層

的支援体制整備事業交付金を充当しての実施に変更されるとともに、介護保険

特別会計で実施していた一部の事業について、一般会計に移管して実施する。 

 

③高齢者生活支援事業（高齢者福祉課） 

 ・補聴器及び付属品購入費用の助成（新規） 167万 7千円  

   ・成年後見制度の利用体制の充実（拡充） 926万 4千円 

 

④介護予防・生活支援サービス事業（高齢者福祉課・介護保険特別会計） 

   ・総合事業の事業対象者に対する通所型サービスＣ（短期集中型）等の利用を促すため、  

リハビリ専門職による初回アセスメントへの同行訪問（新規） 443万 9千円 

   ・訪問型サービスＢ（ボランティアによるサービス提供）の実施（新規） 270万円 

 

⑤重度心身障害者医療費支給事業（障がい福祉課） 

・精神障害者保健福祉手帳２級の方への医療費助成（拡充） 3,465万円 

 

⑥感染症等予防対策事業（健康増進センター） 

  ・ＲＳウイルス感染症母子免疫ワクチンの定期接種の実施（新規） 2,781万円 

 

⑦健康診査事業（健康増進センター） 

  ・ＡＹＡ世代終末期がん患者の在宅療養費等の補助（新規） 52万7千円 

・がん治療に伴う外見上の変化に対するアピアランスケア用品購入費用の補助  

（新規） 40万円 

 

⑧一般介護予防事業（健康増進センター・介護保険特別会計） 

   ・フレイル予防の啓発やフレイルチェックの実施（継続） 30万7千円 
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議案第２４号関係 

（3）将来を見据えたまちづくり 

①新庁舎整備事業・新庁舎整備基金積立事業（新庁舎整備室） 

   ・水路の移設（新規） 2億6,288万 3千円 

・新庁舎建設設計（継続） 2億9,030万 9千円  

   ・新庁舎執務環境設計（継続） 1,343万 4千円 

   ・新庁舎ネットワーク設計（継続） 1,210万円 

   ・新庁舎整備基金への積立（継続） 5億円 

 

②市民文化会館維持管理事業（文化・スポーツ振興課） 

 ・キラリふじみ大規模改修工事（継続） 8億6,705万 2千円 

 

③「減らせ！ＣＯ２」推進事業（環境課） 

   ・物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、省エネ家電への買い換えに

対して補助金を交付（新規） 2,000万円 

・本庁舎におけるＣＯ２フリー電気の導入（新規） 73万7千円 

・「富士見・ときがわ交流の森」森林整備事業における植林体験及び木工製作体験 

（新規） 34万円 

   ・省エネに取り組む市内事業者及び市民に対する地球温暖化防止活動支援補助金の 

交付（継続） 1,808万円 

 

④公園・緑地維持管理事業（都市計画課） 

・大御庵の杜の古民家等保全工事に向けた設計業務委託（新規） 795万円 

 

⑤水谷柳瀬川土地利用推進事業（まちづくり推進課） 

 ・水谷調節池周辺の整備（新規） 3,098万 6千円 

 

⑥道路修繕事業（道路治水課） 

    ・路面構造調査による計画的な舗装修繕（継続） 2億5,132万 2千円 

 ・橋梁定期点検及び修繕計画による計画的な保全（継続） 1億3,460万円 

 

⑦幹線道路整備事業（道路治水課） 

   ・市道第５１０６号線の整備（新規） 4,874万円 

・市道第５１１８号線の整備（継続） 1億5,094万 4千円 

   ・市道第９０４号線の整備（継続） 988万 1千円 

 

⑧生活道路整備事業（道路治水課） 

   ・市道第３７８号線の整備（新規） 2,364万 8千円 

・市道第２２５号線の整備（継続） 1,263万 4千円 

 

⑨水子貝塚公園運営事業（資料館） 

・水子貝塚公園の再整備（継続） 2,908万 3千円 
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（4）地域防災力の向上 

①防災対策事業（危機管理課） 

   ・災害対応体制の強化に向けた中央防災センターの整備（継続） 2億5,550万円 

   ・防災ガイドブックの改定（新規） 878万 1千円 

    ・インクルーシブ防災を目指した福祉避難所の開設訓練（継続） 13万5千円 

 

②浸水対策事業（道路治水課） 

    ・更新時期を迎える排水機場等の更新（継続） 7,068万 6千円 

・唐沢堀流域への浸透施設の設置（継続） 3,055万円 

 ・富士見江川の改修（継続） 1,123万 1千円 

 

③耐震改修促進事業（建築指導課） 

   ・耐震診断料及び耐震改修工事費補助金の交付（継続） 296万円 

・ブロック塀等撤去工事費補助金の交付（継続） 100万円 

 

④燃えないまちづくりに向けた各種施策 

 ・木造住宅密集市街地に居住する避難行動要支援者に対する感震ブレーカーの購入

費を補助（新規・危機管理課） 281万 8千円 

 ・立地適正化計画の策定業務委託に含め、準防火地域指定に係る基礎調査を実施 

（新規・都市計画課） 2,609万 2千円 

 ・空家の改修や利活用、除却等を促進するための各種補助金の交付（継続・建築   

指導課） 580万円 

 

（5）ＩＣＴの活用推進   

①施設保全管理事業（営繕課） 

 ・営繕積算システムの導入（新規） 70万1千円 

 

②電子計算組織運営事業（ＩＣＴ推進課） 

 ・職員向け生成ＡＩサービスの導入（新規） 202万 4千円 

 

③居住関係公証事務事業（市民課） 

 ・庁舎内へのキオスク端末機の設置（新規） 1,120万 7千円 

 

④課税事務事業（税務課） 

   ・コンビニ交付サービスへの税証明書の追加（新規） 731万 6千円 

 

⑤保育所運営事業（保育課） 

   ・公立保育所業務支援システムの導入（新規） 463万 1千円 
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⑥介護保険事業（高齢者福祉課・介護保険特別会計） 

   ・介護認定審査会におけるペーパーレス会議システムの導入（新規）593万1千円 

 

⑦校用備品整備事業（教育政策課） 

・保護者連絡ツールを含めた校務システムの更新（新規） 2億7,469万 7千円 

 

（6）その他 

①地域活性化事業（シティプロモーション課） 

   ・ふわっぴー着ぐるみの作成（新規） 185万 9千円 

・Instagramを活用したインターネット広告の実施（新規） 41万8千円 

 

②ふるさと祭り推進事業（協働推進課） 

   ・富士見ふるさと祭りの開催費用の一部を負担（継続） 1,157万 2千円 

 

③市民文化推進事業（文化・スポーツ振興課） 

   ・舞台芸術鑑賞会補助金の交付（継続） 200万円 

   ・文化芸術によるまちづくり事業補助金の交付（継続） 100万円 

 

④商工業推進事業（産業経済課） 

・創業者支援補助金の交付（継続） 400万円 

・中小企業チャレンジ支援事業補助金の交付（継続） 344万円 

・経営・創業相談事業の実施（継続） 302万円 

   

 ⑤農業経営基盤強化対策事業（農業振興課） 

・認定農業者等チャレンジ支援事業補助金の交付（継続） 1,300万円 

・有機肥料等購入費の補助（継続） 340万 8千円 

・病害虫防除用薬剤購入費の補助（継続） 300万円 

・イネカメムシ広域防除緊急対策支援事業補助金の交付（新規） 196万 5千円 

 

⑥市内公共交通対策事業（都市計画課） 

・持続可能な地域公共交通ネットワークの形成のため、地域公共交通計画を策定 

（新規） 1,186万 9千円 
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４ 主な行財政改革の取組 

(1)自主財源の確保 

①収納率の向上 

・多様な収納チャネルの活用による納税機会の提供 

・地方税統一ＱＲコード（eL-QR）による納付対象税目の拡充（拡充） 

・Ｗｅｂ口座振替受付サービスによる口座登録の迅速化（継続）  

・徴収職員の県庁派遣による徴収事務の専門性向上（継続） 
 

②まちづくり寄附の確保  

  ・オンラインワンストップサービス申請の導入及び 

受付や返礼品発注事務等の委託（新規） 353万 3千円 

・ふるさと納税サイトによる寄附募集（継続） 472万 9千円 

   ※まちづくり寄附金として、4,670万円の歳入予算を計上 
 

③広告収入の確保 

・番号案内システム、庁舎案内図システム、デジタルサイネージ（継続） 168万円 

・市ホームページバナー広告掲載料（継続） 240万円 
 

④自動販売機設置に係る市有財産の貸付 

・飲料水自動販売機設置貸付料（拡充） 746万 9千円 

 

(2)アウトソーシングの推進 

 ①まちづくり寄附に係る受付や返礼品発注事務等の委託（新規） 

 ②標準化・共通化に伴う帳票印刷の委託（継続） 

 ③学校給食調理等の委託（継続） 

 ④公用車の清掃業務委託（障がい者の就労支援）（継続） 

 

(3)効率的な行政運営の推進 

 ①補助金、使用料、手数料の見直し（新規） 

②事務用消耗品費の部局ごとの統合による総額の抑制（拡充） 

 ③電気料金の削減 

・公共施設の照明のＬＥＤ化、小売電気事業者の入札による選定（継続） 

 ④広告付きＡＥＤの無償提供（継続） 
 ⑤給食費の公会計化（継続） 
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５ 令和８年度一般会計予算款別一覧 

【歳 入】                             （単位 千円） 

款   名   称 本年度予算額 前年度予算額 増減額・率(％) 

01 市 税 17,613,186 17,223,575 389,611 2.3 

02 地 方 譲 与 税 210,624 208,972 1,652 0.8 

03 利 子 割 交 付 金 44,000 18,000 26,000 144.4 

04 配 当 割 交 付 金 242,000 119,000 123,000 103.4 

05 株式等譲渡所得割交付金 258,000 226,000 32,000 14.2 

06  法人事業税交付金 165,000 150,000 15,000 10.0 

07  地方消費税交付金 2,700,000 2,500,000 200,000 8.0 

08  ゴルフ場利用税交付金 4,000 2,000 2,000 100.0 

09  環境性能割交付金 1,000 50,000 △49,000 △98.0 

10  地方特例交付金 200,000 150,000 50,000 33.3 

11  地 方 交 付 税 4,750,000 4,530,000 220,000 4.9 

12  交通安全対策特別交付金 8,500 11,000 △2,500 △22.7 

13  分担金及び負担金 484,289 433,696 50,593 11.7 

14  使用料及び手数料 314,853 286,544 28,309 9.9 

15  国 庫 支 出 金 9,765,871 9,325,960 439,911 4.7 

16  県 支 出 金 4,027,137 3,626,597 400,540 11.0 

17  財 産 収 入 72,496 46,153 26,343 57.1 

18  寄 附 金 50,000 35,836 14,164 39.5 

19  繰 入 金 1,526,984 1,661,495 △134,511 △8.1 

20  繰 越 金 250,000 250,000 0 0.0 

21  諸 収 入 520,188 766,215 △246,027 △32.1 

22  市 債 3,261,100 1,985,700 1,275,400 64.2 

合 計 46,469,228 43,606,743 2,862,485 6.6 
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【歳 出】                             （単位 千円） 

款   名   称 本年度予算額 前年度予算額 増減額・率(％) 

01 議 会 費 248,541 248,870 △329 △0.1 

02 総 務 費 7,622,332 6,262,839 1,359,493 21.7 

03 民 生 費 23,840,889 22,572,761 1,268,128 5.6 

04 衛 生 費 2,869,459 3,001,062 △131,603 △4.4 

05 労 働 費 4,394 5,153 △759 △14.7 

06 農 林 水 産 業 費 152,309 137,256 15,053 11.0 

07 商 工 費 123,361 124,787 △1,426 △1.1 

08 土 木 費 2,992,539 3,465,350 △472,811 △13.6 

09 消 防 費 1,433,059 1,363,429 69,630 5.1 

10 教 育 費 4,399,137 3,729,052 670,085 18.0 

11 災 害 復 旧 費 1 1 0 0.0 

12 公 債 費 2,733,207 2,646,183 87,024 3.3 

13 予 備 費 50,000 50,000 0 0.0 

合 計 46,469,228 43,606,743 2,862,485 6.6 

 

 



会計名称 令和7年度 令和6年度 増減 増減率

議案第２４号
一般会計

46,469,228 43,606,743 2,862,485 6.6

議案第２５号
国民健康保険
特別会計

9,404,991 9,359,236 45,755 0.5

議案第２６号
介護保険
特別会計

9,191,840 8,780,535 411,305 4.7

議案第２７号
後期高齢者医療事業
特別会計

1,892,199 1,693,718 198,481 11.7

議案第２８号
水道事業会計

3,082,566 2,311,759 770,807 33.3

議案第２９号
下水道事業会計

3,080,746 3,213,081 △ 132,335 △ 4.1

議案第３０号
鶴瀬駅西口土地区画
整理事業特別会計

222,249 106,306 115,943 109.1

議案第３１号
鶴瀬駅東口土地区画
整理事業特別会計

330,934 406,459 △ 75,525 △ 18.6

合　　　計 73,674,753 69,477,837 4,196,916 6.0

※合計欄は各会計の単純合計の数値

議案第２４号～３１号関係

会計別　予算額一覧
（単位　千円）
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【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源化分） １６億円

【歳出】社会保障施策経費（総額） ２２１億６，１１９万２千円

（単位：千円）

国・県
支出金

市債 その他

社 会 保 障
財源化分の
地方消費税
交 付 金

児童福祉施策経費 9,293,970 5,748,597 11,900 496,250 3,037,223 533,438

高齢者福祉施策経費 85,811 2,376 0 2,715 80,720 14,176

障害者福祉施策経費 4,491,281 3,162,639 0 0 1,328,642 233,354

母子福祉施策経費 630,310 273,665 0 30 356,615 62,634

生活保護施策経費 3,484,354 2,653,302 0 0 831,052 145,960

小　計 17,985,726 11,840,579 11,900 498,995 5,634,252 989,562

国民健康保険施策経費 810,867 360,359 0 0 450,508 79,124

高齢者医療施策経費 1,615,063 241,594 0 78,546 1,294,923 227,431

介護保険施策経費 1,269,639 0 0 0 1,269,639 222,991

小　計 3,695,569 601,953 0 78,546 3,015,070 529,546

疾病予防・健康増進施策経費 463,851 7,946 0 11,370 444,535 78,074

医療体制確保施策経費 16,046 0 0 0 16,046 2,818

小　計 479,897 7,946 0 11,370 460,581 80,892

22,161,192 12,450,478 11,900 588,911 9,109,903 1,600,000合　計

社
会
保
険

　一般会計から国民健康保険特別会計への繰出金

　一般会計から後期高齢者医療事業特別会計への繰出金など

　一般会計から介護保険特別会計への繰出金

保
健
衛
生

　感染症等予防対策、健康診査など

　休日の救急医療体制の確保など

社
会
福
祉

　児童手当、こども医療費、保育所や放課後児童クラブの整備・運営など

　老人福祉措置、高齢者生活支援など

　自立支援給付費、精神保健など

　児童扶養手当、母子保健など

　生活保護費、生活困窮者自立支援

　　　　　　　　令和８年度予算に係る地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
　　　　　　　　社会保障施策に要する経費について

　平成２６年４月１日及び令和元年１０月１日の消費税率の引上げに伴い、地方消費税率は
１％から２．２％（軽減税率は１．７６％）へと引上げられました。
　このうち１．２％の引上げ分（社会保障財源化分）については、市が行う社会保障施策に要
する経費（社会福祉・社会保険・保健衛生）に充てることとされており、市では、下記の社会
保障施策に要する経費に使わせていただきます。
　なお、地方消費税交付金の引上げ分の各施策への充当方法は、社会保障施策経費の一般財源
総額に対する各施策経費の一般財源の割合により按分して算出しています。

社会保障施策経費
令和8年度
予算額

財　源　内　訳
特　定　財　源 一　般　財　源
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都市計画税の使途について 

 

 都市計画税とは、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していた

だくための目的税です。 

 主な使途としては、街路整備事業、公園整備事業、下水道整備事業、土地区画整理事業

などがあり、以下の都市計画事業に要する経費に使わせていただきます。 

 なお、各都市計画事業への充当方法は、一般財源総額に対する各事業の一般財源の割合

により按分して算出しています。 
 

【歳入】都市計画税               １１億６，３６６万円 

【歳出】都市計画事業費          １５億８，５３０万８千円 

  （単位 千円） 

都市計画事業 
令和8年度

予 算 額 

財 源 内 訳 

特 定 財 源 一 般 財 源 

国・県 

支出金 
市債 その他  

都市計画税 

充 当 額 

街 路 整 備 0 0 0 0 0 0 

公 園 整 備 266,736 0 0 1,049 265,687 216,092 

下 水 道 整 備 469,695 0 0 2,761 466,934 379,760 

土地区画整理 558,425 88,372 57,500 4,860 407,693 331,585 

地 方 債 償 還 290,452 0 0 0 290,452 236,223 

そ の 他 0 0 0 0 0 0 

合 計 1,585,308 88,372 57,500 8,670 1,430,766 1,163,660 

 

森林環境譲与税の使途について 

 

 森林環境譲与税とは、森林の間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓

発等の森林整備及びその促進に関する費用とするため、令和元年度に新設されたものです。 

 令和８年度も基金への積立は継続しますが、基金の一部を以下の経費に使わせていただ

きます。 
 

【歳入】森林環境譲与税                  １，２６２万４千円 

【歳出】森林環境整備基金積立金              １，３０７万１千円 

【基金充当事業】・「富士見・ときがわ交流の森」森林整備事業   ９９万９千円 

        ・ときがわ町での植林体験            ３１万８千円 

・ときがわ町産材を使用した木工製作体験      ２万２千円 



　第6次基本構想・第2期基本計画で定める３０分野の行政活動と分野別の主要事業

県 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源
3,692 27,740

161
76

102,650 423,889
526,539

24,935 31,206
56,141

3,427
10,463

150
410

202,916
304,373

213,276 213,278
2,308,130

1,800 1,951
3,751

8,798 96 4,401
〇 12,378

951,881 138,251 1,199,836

4,006,456
191,728
101,534

◎ 38,650

101,346 17,187 255,618
〇 414,286

146,994 189,806 311,737
751,002

◎ 29,075
◎ 7,875
◎ 3,820

157 73,624
73,831

49 11,900 31,487 85,147
4,984
4,291

56,072

56,200 41
◎ 236,212

つるせ台第1放課後児童クラブ空調更新工事

保育所運営事業
（施設費）

128,730

147
公立保育所の施設等の修繕料
公立保育所用備品購入費
給食食材の費用

つるせ台第1、水谷東放課後児童クラブ床修繕工事

児童館運営事業 74,411

630
関沢・諏訪・ふじみ野児童館の管理運営費用
（指定管理料）

民間保育所等運営助
成事業

414,286
40,135

民間保育所・認定こども園等への運営補助

放課後児童健全育成
事業（施設費）

795,431

146,894
放課後児童クラブの管理運営費用（指定管理
料）
諏訪第1放課後児童クラブ大規模改修工事

保育所等入所児童委
託事業

4,339,186

2,049,218
市内外の保育・教育施設に対する給付費等の
支給
・管内施設型・地域型保育給付費
・管外施設型・地域型保育給付費

・誰でも通園制度に係る給付費
・施設等利用費

私立幼稚園特色のあ
る幼児教育推進事業

3,751

朝のこどもの居場所
づくり事業

13,295 見守り員派遣委託料

子どもにより良い教育を提供するための事業
を展開する私立幼稚園に対する補助

児童扶養手当支給事
業

304,373
101,457
ひとり親家庭の父又は母への手当の支給

児童手当支給事業 2,308,130

1,881,576
18歳年度末までの児童を養育している家庭へ
の手当の支給

ひとり親家庭自立支
援事業

12,478

9,051
ひとり親家庭の父又は母に対する、就職に必
要な資格取得のための高等職業訓練促進給付
金等の支給
高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金の支給

ひとり親家庭等に対する病児・病後児保育や
ファミリーサポートセンター等利用料の助成

こども医療費支給事
業

ひとり親家庭等医療
費支給事業

56,141 ひとり親家庭等に対する医療費の助成

予　算　額
概　　　　　要

財 源 の 内 訳
国庫

子育て支援
課

一般事務費 31,432
結婚生活セミナー等の開催
恋たま運営協議会への負担金

令 和 ８ 年 度 当 初 予 算 の 主 要 事 業

（単位　千円）

分野 課　名 事 業 名

①
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

保育課

526,539 １８歳年度末までのこども医療費の助成

保育所等施設整備事
業

236,212
179,971
民間保育施設整備費への補助

新規事業「◎」
拡充事業「○」
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県 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

予　算　額
概　　　　　要

財 源 の 内 訳
国庫

分野 課　名 事 業 名

31,457 33,913
90,230

2,965 2,971
1,580

113 179
363

3,300
3,300

1,250 1,261
5,000

14,254 30 118,594

77,887
〇 7,875

授乳に関する訪問相談支援の費用 461
2,430
2,630

660
330

〇 19,836
◎ 4,455

471 472
90,000

45,582 23,924
8,760
8,800

3,625 687
4,312

2,690 3,300 2,493
14,032

3,300
61

240
324

88
129

地域子育て支援拠点事業補助金

オリジナル母子健康手帳の作成費用

シングルマザー交流会開催費用
公正証書等の作成費用の補助

②
子
ど
も
・
若
者
支
援

子ども未来
応援セン
ター

子ども未来応援セン
ター運営事業

20,468

11,985
子ども未来相談員の報酬
子ども食堂への補助
子ども未来応援ネットワーク会議の開催費用
離婚に伴う養育費の相談費用
学び直し相談窓口の委託費用

みずほ学園

みずほ学園運営事業 69,506
療育支援を行う言語聴覚士等専門職の手当
通園バス運転のための委託費用

子どもの発達相談支
援センター運営事業

4,312 障害児支援利用計画の作成及びモニタリング

妊婦のための支援給
付事業

91,885
90,942

妊婦のための支援給付金の支給

母子保健事業 165,433

32,555
妊婦健康診査費用の助成（14回、HTLV－
１・クラミジア検査を含む）
産婦健康診査費用の助成

新生児聴覚スクリーニング検査の助成
不妊検査等の補助
アプリによる子育て応援情報の配信費用

委託医療機関で実施する産後ケアの助成
1か月児健診費用の助成

子ども未来応援基金
積立事業

3,300 子ども未来応援基金への積立

未熟児養育医療給付
事業

2,500
未熟児養育医療費の助成

子どもを守る地域協
議会運営事業

427
135

支援が必要な家庭へのホームヘルパー派遣費

①
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

子ども未来
応援セン
ター

子育て支援センター
運営事業

100,823
35,453

ファミリーサポート
センター事業

8,901
2,965

病児・緊急預かりの実施

5,011
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県 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

予　算　額
概　　　　　要

財 源 の 内 訳
国庫

分野 課　名 事 業 名

385
77
20

258

2,317 394,639
202,554

44,360
104,920

3,921
2,220

226,100 104,251
◎ 27,378

◎ 5,680
251,263

◎ 4,521
15,186

285,605
272,112

281,400 159,702
87,694

◎ 274,697
◎ 76,121

2,058
934
900

11,663
566

1,953
160

5,431 4,469 49,153
10,319
12,519

9,531
◎ 6,608

256
3,493

〇 830

6,023 3,236 91,617
19,576
30,704

973
33,448

◎ 4,327
720
700

1,368
180
990
700

2,424 90,323
91,431

363
135
228

700 877
〇 720
◎ 630心肺蘇生講習の講師謝礼

いじめ防止対策推進
事業

363
いじめのない学校づくり子ども会議の開催費
いじめのない学校づくり委員会の開催費用

いのちの大切さをは
ぐくむ事業

1,577
いのちの授業のための講師謝礼

理科授業支援員の配置（小学校）
教員の指導力向上のための研修費用
体育のアスリート外部講師への謝礼（小学
うたごえフェスタ・学校吹奏楽発表会の開催
補助

特別支援教育事業 92,747
障がいのある児童・生徒を介助するすこやか
支援員の配置（40人）

学校教育支援事業 101,326

450
ふれあい相談員の配置（中学校）
英語指導助手の配置（小中学校）

学習支援員の配置（小中学校）

若手教職員の授業力向上のための指導員報酬

GIGAスクールサポーターの報酬
STEM教育実施費用
教職員の研修、教育研究等に対する補助
小中学生に対する英語検定試験検定料の補助

スクールサポートスタッフの報酬

学校教育課

学事事務事業 11,663
防犯ブザーの購入費用
通知表クリアファイルの購入費用
学校開校記念式典の補助

学校教育振興事業 59,053

生涯学習課
青少年健全育成推進
事業

2,058
子ども会育成会活動費の補助
青少年育成市民会議活動費の補助

情報教育推進事業 285,605 児童生徒用端末やネットワーク等の使用料

校用備品整備事業 480,483

39,381
校務システムや事務用PC等の使用料

学校施設整備事業 331,671

1,320
空調設備更新等工事の設計

鶴瀬小学校防球ネット設置工事

富士見台中学校普通教室増設工事

（小学校4校・特別支援学校）

西中学校屋内運動場改修工事・監理

いじめ防止のための啓発費用

教育政策課

学校管理運営事業 396,956

小中特別支援学校の光熱水費
　　　　　〃　　の修繕料
　　　　　〃　　の維持管理等の費用
つるせ台小学校校庭芝生の維持管理費用
体育館設備安全点検の実施費用

③
学
校
教
育

子育て支援
課

いじめ防止対策推進
事業

385
いじめ調査委員会の開催費用
いじめ問題対策連絡協議会の開催費用

校内教育支援員の配置（小中学校）
部活動指導員の配置（中学校）
日本語指導員の配置（小中学校）

学校司書の報酬

西中学校給水管改修工事

学校図書管理システムの導入費用
校務システムの更新費用

イングリッシュ・サマー・キャンプの開催費
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県 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

予　算　額
概　　　　　要

財 源 の 内 訳
国庫

分野 課　名 事 業 名

21,967
13,544

79,180
80,714

3,985 48,778
13,390

7,764

18,155
16,707

180
540
240
900

90

250
456

9,372
9,695

1,235
1,684

2,802 8,648 10,675
12,360

910

308,085 18,800 198,564 374,492
555,610

48,970
188,100

3,766
25,091

◎ 7,634
◎ 90

学校給食献立システムの更新費用
学校給食センターの建替えにかかる

蒸気管更新工事
学校給食事業 947,376

47,435
給食食材の費用（小中学校）
（うち学校給食費の値上げ相当分の支援）
調理業務等の委託費用
非常時備蓄食糧の購入費用

アドバイザー謝礼

スクールソーシャル
ワーカー活用事業

1,717
482

スクールソーシャルワーカーの配置

学校給食セ
ンター

特別支援学校給食事
業

23,006

881
給食食材の費用
（うち学校給食費の値上げ相当分の支援）

大学との事業連携費用

通室生支援事業 10,090
718

通室生指導員の配置

言語相談員の配置
言語聴覚士（言語訓練）の配置
臨床心理士（心理治療相談）の配置
特別支援教育士（特別支援教育相談）の配置
発達障がい等早期支援・就学支援研修会の開
催費用
医療機関との事業連携費用

学校保健事業 52,763
児童・生徒、教職員の健康診断等の費用
けがに対する保険加入料の負担金

教育相談室

教育相談事業 20,240

2,085
専任教育相談員の配置

学校用図書の充実（小中特別支援学校）
※小学校：8,030
※中学校：5,010
※特別支援学校：504

教育扶助事業 80,714

1,534
経済的理由により就学困難な児童生徒の保護
者に対する支援

③
学
校
教
育

学校教育課

教材備品整備事業 24,354

2,387
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県 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

予　算　額
概　　　　　要

財 源 の 内 訳
国庫

分野 課　名 事 業 名

67,257
67,257

11,539 7,650
19,069

3,629
3,237

60 23,055
23,115

205
205

19,009 22,308
28,269
34,274

4,920

1,245 1,257
4,632

41,052
20,032

◎ 880

45,479 808,744
3,416,877

21,545 36 1,269,639

1,102,605
19,487
76,321
86,181
18,550

2,738
12,408

2,120
6,420

　
820 1,200 21,858

◎ 1,200
〇 19,322

36,526
36,247

17,647
17,566

老人福祉センター維
持管理事業

36,526
老人福祉センターの管理運営費用（指定管理
料）

介護保険サービス利
用者負担助成事業

17,647
収入の少ない方に対する在宅介護サービス利
用者負担額の助成

　一般介護予防事業
　任意事業
　社会保障充実分
敬老会を開催する団体に対する助成

高齢者生活支援事業 25,123

1,245
補聴器購入への補助
成年後見制度の利用促進を図る中核機関の運
営費用

介護保険特別会計への繰出金
　介護給付費分
　一般事務費分
　認定事務費分
　保険料軽減分
生活支援サービス事業

生活保護費支給事業
（扶助費）

3,416,877
2,562,654

医療や住宅、生活扶助等の生活保護費の支給

⑤
高
齢
者
福
祉

高齢者福祉
課

一般事務費 1,337,276

46,056

◎重層的支援体制整
備事業

4,998
2,496

相談支援員の報酬

生活保護費支給事業
（生活保護総務費）

48,546

7,494
就労支援員、面接相談員等の報酬
マイナンバー関係のシステム改修

生活困窮者自立支援
事業

67,477

26,160
生活困窮者への自立相談支援費用
生活困窮家庭の子どもへの学習支援費用
生活困窮者への家賃補助

市民福祉活動セン
ター維持管理事業

23,115 市民福祉活動センターの管理運営費用（指定
管理料）

避難行動要支援者支
援事業

205 要援護者情報の管理費用

民生児童委員協議会への補助

地域福祉推進事業 3,629 ボランティア活動団体への補助

④
地
域
福
祉

福祉政策課

社会福祉協議会運営
補助事業

67,257 社会福祉協議会への補助

民生児童委員活動推
進事業

19,189
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県 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

予　算　額
概　　　　　要

財 源 の 内 訳
国庫

分野 課　名 事 業 名

20,490 26,538
47,028

7,951
31,801

1,534 24,357
14,807

313
1,920

1,215

99,162 112,269
○ 208,306

34,502
23,876
10,626

989,880 1,037,849
3,719,080

218,873
27,468

15,775 78,398
35,390

23,617
2,731
3,020

24,500
6,264

408

1,500 1,500
3,000障害児（者）生活サ

ポート事業
3,000

障がい者とその家族の送迎サービス等を行う
事業所への助成

地域生活支援事業 125,485

31,312
利用支援や情報提供を行う障がい者基幹相談
支援センターと就労支援センターの運営費用
手話通訳者を派遣するための費用
手話講習会の開催費用
あいサポート運動の費用
日常生活用具に対する給付費の支給
成年後見人への報酬の助成
手話狂言のワークショップ開催費用

自立支援給付事業 4,007,489

1,979,760
障がい福祉サービス提供事業所への給付費の
支給
人工透析療法等の医療費の助成
生活介護事業所への運営費補助

重度心身障害者医療
費支給事業

211,431 重度の心身障がい者に対する医療費の助成

障害者自立支援推進
事業

34,502
入間東部福祉会に対する助成
ゆいの里福祉会に対する助成

在宅の特別障がい者などに対する手当の支給

在宅障害者社会福祉
促進事業

26,498

607
タクシーの初乗運賃分の助成
難聴児に対する補聴器購入費の助成
在宅の重症心身障がい児者を預かる事業所へ
の補助
在宅の重症心身障がい児者に対する訪問看護
を行う事業所への補助

⑥
障
が
い
福
祉

障がい福祉
課

在宅重度心身障害者
手当支給事業

47,028 在宅の重度心身障がい者に対する手当の支給

特別障害者手当等給
付事業

31,801
23,850
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県 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

予　算　額
概　　　　　要

財 源 の 内 訳
国庫

分野 課　名 事 業 名

329,065

139,235
182,606

7,224

261,246 120,001
470,184

7,551
2,248

230,704 78,546 1,294,923
1,134,772

307,606
84,225
26,163

1,400

6,597
6,082

12 5,700 343,118
〇 335,501

1,147 2,540 91,670
66,457

5,206
◎ 927

16,046
7,774

332

928

1,024 14,000
4,837

128 379 6,084
533

1,300

健康増進センター施
設維持管理事業

15,024 施設の維持・管理費用

市民健康づくり事業 6,591
コバトンALKOOマイレージ事業の運営費用
市民健康まつりへの補助

眼科検診費用の助成

地域保健医療整備事
業

16,046

東入間医師会の行う事業（休日診療、病診連
携、在宅当番医）に対する助成
イムス富士見総合病院の実施する小児救急医
療支援事業に対する助成

歯科医師会の行う事業（歯と口の健康フェ
ア）等に対する助成

ＡＹＡ世代終末期がん患者の在宅療養費及び
がん治療に伴うアピアランスケア用品購入費
の補助

健康増進セ
ンター

感染症等予防対策事
業

350,373
1,543

予防接種ワクチン費用の助成

健康診査事業 96,723

1,366
がん検診費用の助成

宿泊施設等の利用補助

障がい福祉
課

精神保健事業 6,597
こころの病を持つ人の居場所づくりを行う事
業所への助成

未就学児の保険税（均等割）を軽減する費用
出産する被保険者の保険税を軽減する費用

後期高齢者医療事務
事業

1,615,063

10,890
後期高齢者医療費の市負担分
収入の少ない方の保険料を軽減する分の費用
健康診査の費用
人間ドックの検査料補助

　事務費分
　医療給付費不足分
　財政安定化支援分

国民健康保険事業 479,983

98,736
収入の少ない方の保険税を軽減する分の費用　
軽減割合（７割、５割、２割）

⑦
健
康
づ
く
り

保険年金課

一般事務費 329,065

国民健康保険特別会計への繰出金
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県 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

予　算　額
概　　　　　要

財 源 の 内 訳
国庫

分野 課　名 事 業 名

143,345
84,550

6,666
5,500

27,101

7,944
380

6,374
721 12,954

329
1,400
5,544

412
412

818,100 48,952 178,784
175,497
867,052

2,217

3,830 859
100
457
800

2,000
1,000

100

1,375 25,700 1,882 20,332
13,731

5,455
28,648

12,500 202 64,453
20,418

1,398
29,083

777 20,729
9,710
1,936

文化・
スポーツ
振興課

子どもスポーツ大学
☆ふじみ推進事業

412 子どもスポーツ大学☆ふじみ開催補助

古民家の屋根の修繕費用
施設の維持・管理費用

資料館

水子貝塚公園運営事
業

91,059

13,904
施設の維持・管理費用
水子貝塚星空シアターの補助
史跡水子貝塚公園の再整備の費用

難波田城公園運営事
業

21,506

生涯学習課
文化財保護行政事務
事業

52,039

2,750
文化財発掘調査のための職員報酬
発掘調査のための重機使用料
難波田城跡土塁用地の購入費用

4,689

地域コンサートの開催費用
子ども文化芸術大学ふじみの開催費用
市民文化祭の開催補助
舞台芸術鑑賞会の開催補助
地域活性化に寄与する文化芸術活動への補助
文化芸術大会等出場者への奨励金の支給

⑨
文
化
芸
術
・
文
化
財

文化・
スポーツ
振興課

市民文化会館維持管
理事業

1,045,836
キラリふじみの管理運営費用（指定管理料）
キラリふじみの大規模改修工事・監理
キラリふじみの舞台備品の更新費用

市民文化推進事業

スポーツ活動支援事
業

7,944 スポーツ推進委員連絡協議会への補助

生涯スポーツ推進事
業

13,675
障害者向けスポーツイベント・体験会
スポーツ大会等出場者への奨励金の支給
スポーツ推進計画の策定費用

⑧
ス
ポ
ー

ツ

文化・
スポーツ
振興課

スポーツ施設維持管
理事業

143,345

市民総合体育館の管理運営費用（指定管理
スタジオ・ジムの機器等使用料
学校プール開放の実施費用
運動公園の管理費用

スポーツ協会への補助
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県 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

予　算　額
概　　　　　要

財 源 の 内 訳
国庫

分野 課　名 事 業 名

3,434 53,726
33,007

◎ 229
◎ 5,948

1,679
1,679

2,850 7,699
551

◎ 449

12,800 2,549 36,961
37,995

◎ 14,315

3,885 16,719
14,127

4,285
4,285

473,200 25,720
487

◎ 473,262

5,040
340

1,281 2,083
3,364

5,570 8,118
〇 13,688

1,000 293,382
280,361

7,090 68,705
49,162

590
590

1,100
1,100

2,567
2,567

長寿命化改修工事設計業務委託

非常用放送設備更新

子どもフェスティバ
ル開催事業

2,567 子どもフェスティバルの開催補助

生涯学習課

公民館学級講座等開
催事業

590 公民館学級講座の開催費用

鶴瀬公民館

公民館施設維持管理
事業

75,795 施設の維持・管理費用

市民大学開設事業 1,100 市民大学の開催補助

放課後等学習支援事
業

13,688 家庭学習応援事業の費用

図書館運営事業 294,382
中央図書館・ふじみ野分館・鶴瀬西分館の管
理運営費用（指定管理料）

生涯学習活動推進事
業

5,040 子ども大学ふじみ開催補助

地域子ども教室運営
事業

3,364 地域子ども教室の実施（全小学校区）

みずほ台コ
ミュニティ
センター

みずほ台コミュニ
ティセンター維持管
理事業

498,920
施設の維持・管理費用

施設の維持・管理費用

鶴瀬西交流センター
生涯学習事業

4,285 生涯学習講座の開催費用等

手洗い等修繕

鶴瀬西交流
センター

針ケ谷コミュニティ
センター維持管理事
業

52,310
針ケ谷コミュニティセンターの管理運営費用
（指定管理料）

鶴瀬西交流センター
維持管理事業

20,604

ふじみ野交流セン
ター生涯学習事業

1,679 生涯学習講座の開催費用等

ピアザふじ
み

ピアザふじみ維持管
理事業

10,549
施設の維持・管理費用

⑩
生
涯
学
習

ふじみ野交
流センター

ふじみ野交流セン
ター維持管理事業

57,160
施設の維持・管理費用
GHP室外機修繕

長寿命化改修工事・監理

65



県 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

予　算　額
概　　　　　要

財 源 の 内 訳
国庫

分野 課　名 事 業 名

3,424
2,344

509
509

102 4,482
3,032

◎ 557

598
598

5,577
2,572

◎ 853

613
613

35 648
30

264

536
279

6,424
4,100

992
500

47,595
33,000

2,000 9,572
〇 11,572

1,090 17,451
2,430

◎ 1,332

11 2,756
115
131

◎ 1,649

491 26,794
21,700

289 8,063
770
200
300

61,173
2,981

10,538
4,626

20,566

64,548
30,888

9,521

通学路区画線等設置工事
道路照明灯ＬＥＤ照明リース費用

防犯対策事業 64,548
防犯灯LED照明の交換修繕
防犯灯設置工事

自主防犯活動の費用
街頭防犯カメラの設置補助
振り込め詐欺対策電話機等購入費の補助

道路治水課

交通安全施設整備事
業

61,173

道路照明灯、道路反射鏡等の設置
区画線設置工事

⑭
防
犯
・
交
通
安
全

協働推進課

交通安全啓発推進事
業

27,285 交通指導員の報酬

防犯対策事業 8,352

⑬
多
文
化
共
生

・
国
際
交
流

文化・
スポーツ
振興課

国際交流事業 2,767

国際交流フォーラムの開催費用
外国籍市民向け生活ガイドホームページの管
理費用

シャバツ市訪問事業（事前視察）

ふるさと祭り推進事
業

11,572 ふるさと祭り開催費用の一部を負担

コミュニティ施設維
持管理事業

18,541
集会所の管理委託料
上沢3丁目集会所の和室床下地工事

地域まちづくり協議会への補助
市民活動保険費用
採択協働事業への補助

町会長組織運営事業 47,595 正副町会長報償金

男女共同参画推進事
業

536 講演会・セミナーの開催費用

⑫
地
域
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ

協働推進課

市民参加・協働推進
事業

6,424

公民館学級講座の開催費用

⑪
人
権
・
男
女

共
同
参
画

人権・市民
相談課

人権推進事業 683
人権研修の開催費用
人権研修の参加費用等

水谷東公民
館

公民館施設維持管理
事業

5,577
施設の維持・管理費用

公民館学級講座等開
催事業

613

水谷公民館

公民館施設維持管理
事業

4,584
施設の維持・管理費用

公民館学級講座等開
催事業

598 公民館学級講座の開催費用

施設の維持・管理費用

公民館学級講座等開
催事業

509 公民館学級講座の開催費用

⑩
生
涯
学
習

南畑公民館

公民館施設維持管理
事業

3,424

図書室・講座室の空調設置工事

和室の空調更新工事
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県 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

予　算　額
概　　　　　要

財 源 の 内 訳
国庫

分野 課　名 事 業 名

4,938
3,304
1,467

8,036
7,281

2,527 27,717
◎ 26,092
◎ 都市計画基礎調査業務委託 6,017

83,856 10,700 3,657
83,856

◎ 富士見上南畑地区産業団地の電線共同溝整備 14,357

21,500 9,522
36

◎ 水谷調節池周辺整備 30,986

221,248
221,248

222,249

302,633
302,633

330,934

840 24,258
18,000

260,000 34,150 173,277
27,596

409,522
50,167

◎ 24,400

190,300 14,757
150,944

市道第904号線（上沢3丁目地内） 9,881
◎ 市道第5106号線（渡戸3丁目地内） 48,740

16,075
16,075

22,400 8,941
12,634

◎ 23,648

29,369
29,369

109,800 75,938
7,626

126,955
2,420

1,324 44,416
32,922

◎秩序ある土地利用
推進事業

32,233

1,989
立地適正化計画策定業務委託都市計画課

45,740 市内河川の維持管理

⑱
治
水

道路治水課

浸水対策事業 185,738
災害用臨時ポンプ設置費用
浸水対策工事
非常用通報装置システムリース料

河川環境整備事業

生活道路整備事業 36,282

4,941
市道第225号線（大字勝瀬地内）

火葬場関連整備事業 29,369 市道第5111号線の工事、補償等

7,855
市道第5118号線（大字水子地内）

採納道路整備事業 16,075 寄附採納道路等の舗装及び側溝等の整備

街路樹の維持管理費用
橋梁点検業務委託

⑰
道
路

道路治水課

道水路台帳整備事業 25,098

幹線道路整備事業 212,912

道水路台帳の整備費用

道路修繕事業 516,930

鶴瀬駅東口土地区画整理事業特別会計への繰
出金
※特別会計予算額
　出来形確定測量、物件補償、道路築造工事

49,503
市内各所の道路維持管理費用
市内各所の道路修繕工事

鶴瀬駅周辺
地区整備事
務所

鶴瀬駅西口土地区画
整理事業

221,248

鶴瀬駅西口土地区画整理事業特別会計への繰
出金
※特別会計予算額
　換地処分等に係る委託費用、維持管理費用

鶴瀬駅東口土地区画
整理事業

302,633

98,213 一般県道三芳富士見線の拡幅費用

水谷柳瀬川土地利用
推進事業

31,022
関係権利者との協議費用

消費生活相談員の報酬

⑯
土
地
利
用

まちづくり
推進課

シティゾーン整備推
進事業

⑮
市
民
相
談
・

消
費
生
活

人権・市民
相談課

市民相談事業 4,938
各種相談業務の謝礼
各種相談業務の委託料

消費生活相談事業 8,036

市道第378号線（羽沢１丁目地内）
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県 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

予　算　額
概　　　　　要

財 源 の 内 訳
国庫

分野 課　名 事 業 名

2,711 459,912
106,833
305,393

50,397

47,672
29,505

7,700
◎ 11,869

140,327
85,685

22,218

18,946
18,946

56,221
8,528

47,693

676
68

5,128 15,230
〇 18,080

409
999

◎ 329
◎ 11
◎ 20,000

101 734 11,019
1,793
5,544
3,795

400

31,127 689,584
687,111

13,464
費用

1,980
1,760

32 11,557
6,976

660

969,362
969,362

1,049 265,927
94,987
53,977
26,000

5,205
16,996

◎ 7,950

5,476 3,417
3,377

大御庵の杜保全工事設計業務委託

公園灯ＬＥＤ照明リース費用

緑化推進事業 8,893 保存樹木・樹林への補助

公園の維持管理費用
樹木の維持管理費用
びん沼自然公園管理運営費用（指定管理料）

公園施設修繕工事

720,711

志木地区衛生組合運
営事業

969,362 志木地区衛生組合への負担金

㉓
公
園
・
緑

都市計画課

公園・緑地維持管理
事業

266,976

アライグマの捕獲費用

公立保育所におけるおむつの回収

ごみ減量化推進事業 11,589
集団資源回収実施団体への奨励金
ごみ分別アプリの運用費用

ごみ収集事業

植林体験関連費用

民間事業者によるごみ収集費用
公共施設生ごみのバイオガスプラントでの処

粗大ごみ受付システムの運用費用

公害防止事業 11,854

ムクドリ対策費用
ダイオキシン類等の公害分析調査費用

　

犬猫殺処分ゼロ推進活動を行う団体への補助

省エネ家電買い換え促進補助金

「減らせ！ＣＯ2」
推進事業

39,806

19,448
再生可能エネルギー等設置者への補助
市内公共施設の壁面緑化費用
「富士見・ときがわ交流の森」森林整備事業

18,946
みずほ台駅東・西口及び鶴瀬駅西口の
自動車駐車場の管理費用

木工製作体験関連費用

葬斎場分
　葬斎場運営費用等
し尿処理分
　し尿処理施設運営費等

地域公共交通計画策定業務委託

道路治水課

駅前自転車対策事業 140,327

地球にやさしい生活
環境づくり事業

676
啓発ポスター出品者謝礼

駅前自動車対策事業

公共下水道事業雨水処理負担金
公共下水道事業補助金

㉒
環
境

環境課

入間東部地区事務組
合運営事業（衛生
費）

56,221

㉑
公
共
交
通

都市計画課
市内公共交通対策事
業

50,172

2,500
市内循環バスの運行補助
デマンドタクシーの運行費用

駅前自転車駐車場の管理運営費用（指定管理
料）
駅前自転車整理の費用

⑳
下
水
道

下水道課 公共下水道事業 462,623
公共下水道事業負担金
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県 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

予　算　額
概　　　　　要

財 源 の 内 訳
国庫

分野 課　名 事 業 名

20 2,108 1,420
1,066

2,084
2,960
1,000

15,547 10,810
37,391

6,806
1,008
3,800
1,600

400

13,830
13,830

1
1

8,610 38,682
2,000
3,987
3,020

13,000
4,850

270
600
100

40
100
550
550

1,500
150

2,000
9,814
4,000

713
713産業振興基金への積立

商店街等環境整備事業の補助
創業者支援補助金

産業振興基金積立事
業

713

特許出願費用の補助
デジタルトランスフォーメーション推進の補
経営革新計画策定への補助
設備導入費用の補助
新規創業者への利子補給補助
特産品販売促進支援事業の補助

ふじみ産業元気づくり事業の補助
商店街活性化推進事業の補助
経営・創業相談事業の実施費用
商工会事業運営費の補助
街路灯使用電気料の補助
創業支援セミナーの開催費用
既存店舗改装工事費用の補助
ホームページ作成費用の補助
資格取得費用の補助

㉕
商
工

産業経済課

中小企業融資事業 1 中小企業小口融資資金の預託金

商工業推進事業 47,292

産業経済課
住み続け宅なる改修
費助成事業

13,830 住宅リフォーム補助

空家等対策事業 7,206

400
財産管理人制度申立費用
空家除却・利活用への補助
隣接地の統合に係る補助
空家移住定住促進への補助

住宅の耐震診断料・耐震改修工事費の補助
ブロック塀等撤去費の補助

市営住宅事業 38,528
12,171

市営住宅の借上料
㉔
住
環
境

建築指導課

建築指導事業 3,548 屋外広告物の除却作業の費用

耐震改修促進事業 3,964

1,880
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県 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

予　算　額
概　　　　　要

財 源 の 内 訳
国庫

分野 課　名 事 業 名

21,222 3,062
13,000

2,000
580

3,408
3,000

269
◎ 1,965

400 203
400
203

270 1,961
713

3,496 1,168
4,420

244

308
200

12,320
6,450
5,805

1,243
1,243

4,394

604

2,400

2,400 4,647
6,753

29,806
22,306

100 11,329
◎ 1,859
◎ 418

365

4,543

118 255,500 3,533 40,103
266
319

◎ 2,818
4,054

◎ 255,500
135

3,715
400

◎ 8,781

1,433,059
1,398,900

34,159

サイクリングコースの保守費用

広報富士見の印刷費用

感震ブレーカー購入補助費用

福祉避難所開設訓練の実施費用

避難所備蓄食料の入換え費用

自主防災組織への補助

入間東部地区事務組
合運営事業（消防
費）

1,433,059
常備消防分
非常備消防分

㉙
危
機
管
理

危機管理課

防災対策事業 299,254

防災リーダーの育成費用
職員防災士の養成費用

中央防災センターの建設工事費用

自主防災連絡会への補助
防災ガイドブック改定・配布費用

シティプロ
モーション
課

地域活性化事業 11,429

ふわっぴー着ぐるみ作成費用

シティプロモーション戦略アドバイザーへの
謝礼等

Instagramへの広告掲載費用

㉘
シ
テ
ィ

プ
ロ
モ
ー

シ
ョ

ン

秘書広報課

ホームページ運営事
業

7,047 ホームページ関係システム使用料

広報事業 29,806

㉗
就
労

産業経済課 勤労者福祉事業 4,394
ふるさとハローワークの運営費用

中小企業退職金共済掛金の補助

菜の花フェスタ開催費用の補助

◎農地耕作条件改善
事業

1,243 埼玉型ほ場整備事業の実施に向けた基礎資料の作成費用

地産地消推進事業 308

農業生産支援事業 2,231 農業の振興を図ることを目的とした農業者団体への補助

4,664 農業の多面的機能の維持・発揮を支える農業者団体への補助

有機農業に取り組む農業者団体への補助
農地・水・環境保全

向上対策事業

病害虫防除用薬剤購入費の補助
水稲種子の鉄コーティング加工費用の補助
イネカメムシ広域防除緊急対策支援事業補助

市民農園整備事業 603
市民農園の用地借地料
市民農園の除草管理費用

㉖
農
業

農業振興課

農業経営基盤強化対
策事業

24,284

認定農業者等チャレンジ支援事業補助金

環境に配慮した農業用資材の購入費等の補助
有機肥料等購入費の補助

小規模土地改良事業 12,320
小用排水路工事等の補助
揚水機場動力費の補助

農業用機械購入支援事業補助金
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県 地 方 債 そ の 他 一 般 財 源

予　算　額
概　　　　　要

財 源 の 内 訳
国庫

分野 課　名 事 業 名

844 254,136
3,212

27,365

9,759 126,255
52,887

25,976
◎ 1,980

454,200 124,629
290,309

13,434
12,100

◎ 262,883

21,115 500,000
521,115

25,197
124

13,530
462

◎ 3,533

10 7,633 712,035
674

2,388
3,697

869
660

276,480
698

2,907 23,676 49,401
10,991

463
1,832

◎ 11,207

850 79,676
1,992

〇 1,162

キオスク端末導入関連費用

職員の研修費用

メール無害化サービス等の運用費用

新庁舎執務環境設計業務
新庁舎ネットワーク設計業務
水路移設工事等

収税課 収税事務事業 80,526
Web口座振替サービスの運用費用
財産調査の電子化サービスの利用料

市民課
居住関係公証事務事
業

108,755

32,771
コンビニ交付システムの運用費用
マイナンバーカード申請支援端末の運用費用
申請書作成支援システムの運用費用

ICT推進課
電子計算組織運営事
業

719,678

庁内Wi-Fiの運用費用
RPAツールの運用費用
WEB会議の運用費用
WEB面接システムの運用費用
議事録支援システムの運用費用
自治体情報システムの標準化・共通化関連予

政策企画課 計画行政推進事業 25,197

総合計画等審議会の開催費用
まちづくり寄附謝礼
webモニターアンケートシステムの運用費用
ふるさと納税業務委託

新庁舎整備基金積立
事業

521,115 新庁舎整備基金への積立

7,399
庁舎総合管理業務の委託費用
（庁舎警備・設備保守管理・清掃業務等）

通話録音機賃借料
電話交換・受付業務委託

新庁舎整備
室

新庁舎整備事業 578,829

新庁舎建設設計業務

㉚
総
合
行
政

職員課 人事管理・研修事業 256,782

1,802

公共施設マ
ネジメント
課

庁舎維持管理事業 143,413

人事給与・庶務事務システム利用料
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議案第３２号 

定 例 議 会 提 出 議 案 要 旨 

担当部課 名 総務部 新庁舎整備室 

議 案 名 工事請負契約の締結について 

工 事 名 水路移設工事 

概 要 

・遊具等撤去工事 

・新設水路工事 

・既存水路（堀）撤去工事 

内 容 

・施工場所 富士見市大字鶴馬地内 

・履行期限 令和９年１０月１５日 

・請負金額 ３２５，３０３，０００円 

・請負業者 富士見市大字東大久保３０９番地 

島田建設株式会社 

代表取締役 島 田 敏 郎 

 

議案第３３号 

定 例 議 会 提 出 議 案 要 旨 

担当部課 名 協働推進部 みずほ台コミュニティセンター 

議 案 名 工事請負契約の締結について 

工 事 名 
市立みずほ台コミュニティセンター長寿命化改修建築工事（ゼロ債

務） 

概 要 長寿命化改修建築工事（外壁・防水・内部改修等） 

内 容 

・施工場所 富士見市西みずほ台一丁目地内 

・履行期限 令和９年３月１２日 

・請負金額 ３１４，３２７，２００円 

・請負業者 富士見市鶴馬三丁目３３番９号鶴馬マンション２０１号 

斎藤工業株式会社埼玉西営業所 

所長 鈴 木 純 
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議案第３４号 

定 例 議 会 提 出 議 案 要 旨 

担当部課 名 教育部 教育政策課 

議 案 名 工事請負契約の締結について 

工 事 名 市立勝瀬中学校長寿命化建築工事（第３期工事）（ゼロ債務） 

概 要 
長寿命化改修工事（特別教室棟の内装・内部建具・外部建具改修工

事等） 

内 容 

・施工場所 富士見市大字勝瀬地内 

・履行期限 令和９年１月２９日 

・請負金額 ３０１，７７８，４００円 

・請負業者 富士見市大字東大久保３０９番地 

島田建設株式会社 

代表取締役 島 田 敏 郎 

 

 

議案第３５号 

定 例 議 会 提 出 議 案 要 旨 

担当部課 名 教育部 教育政策課 

議 案 名 工事請負契約の締結について 

工 事 名 市立西中学校屋内運動場改修工事（ゼロ債務） 

概 要 改修工事（外壁・防水・内装改修工事等） 

内 容 

・施工場所 富士見市西みずほ台三丁目地内 

・履行期限 令和９年１月２９日 

・請負金額 ２１０，４９６，０００円 

・請負業者 富士見市鶴馬一丁目１７番２０号 

      和光建設株式会社富士見支店 

      支店長 黒 須 幸 久 
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議案第３６号 

定 例 議 会 提 出 議 案 要 旨 

担当部課名 総務部 秘書広報課 

議 案 名 富士見市教育委員会教育長の任命について 

内 容 
富士見市教育委員会教育長山口武士氏の任期が令和８年３月３１日で

満了となるため、再び同氏を任命することについて同意を得るものです。 

 

議案第３７号 

定 例 議 会 提 出 議 案 要 旨 

担当部課名  総務部 秘書広報課 

議 案 名 富士見市教育委員会委員の任命について 

内 容 
富士見市教育委員会委員深野はるみ氏の任期が令和８年３月３１日で

満了となるため、再び同氏を任命することについて同意を得るものです。 

 

議案第３８号 

定 例 議 会 提 出 議 案 要 旨 

担当部課名  総務部 秘書広報課 

議 案 名 富士見市監査委員の選任について 

内 容 
富士見市監査委員鈴木弘基氏の任期が令和８年４月３０日で満了とな

るため、再び同氏を選任することについて同意を得るものです。 

 

議案第３９号 

定 例 議 会 提 出 議 案 要 旨 

担当部課名 総務部 秘書広報課 

議 案 名 富士見市公平委員会委員の選任について 

内 容 

富士見市公平委員会委員五十嵐清氏の任期が令和８年３月３１日で 

満了となるため、後任として大熊経夫氏を選任することについて同意を 

得るものです。 
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議案第４０号 

定 例 議 会 提 出 議 案 要 旨 

担当部課名 総務部 秘書広報課 

議 案 名 富士見市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

内 容 

富士見市固定資産評価審査委員会委員細田康弘氏の任期が令和８年 

３月３１日で満了となるため、再び同氏を選任することについて同意を 

得るものです。 
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議案第４１号 

定 例 議 会 提 出 議 案 要 旨 

担当部課名 政策財務部 財政課 

議 案 名 専決処分の承認を求めることについて 

会 計 種 別 令和７年度富士見市一般会計補正予算（第６号） 

要 旨 
補正予算額 ４，７９２万４千円 

（補正後の歳入歳出予算総額 ４４２億９，０８３万３千円） 

主 な 内 容 

（特徴点） 

衆議院議員総選挙（２月８日投開票）の実施に伴う選挙事務費の補正と

なっています。 

項 目 詳 細 
 

歳入予算の補正内容 

 

1 県支出金  4,792 万 4千円 

 

歳出予算の補正内容 

 

 1 衆議院議員選挙事業（選挙管理委員会） 4,792 万 4 千円 

   衆議院議員総選挙（２月８日投開票）の実施に伴う選挙事務費の補正 
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令和７年度一般会計補正予算（第６号） 
 
１ 補正予算（第６号）の概要 

今回の補正予算は、衆議院議員総選挙（２月８日投開票）の実施に伴う選挙事務費の補

正となっています。 
 

（単位 千円） 
２ 歳入歳出予算の補正 

（１）歳入歳出予算補正額                      ４７，９２４ 

補正後累計額                     ４４，２９０，８３３ 
 
（２）歳入の内容 

ア 県支出金                          ４７，９２４ 

    衆議院議員選挙事務委託金（選挙管理委員会） 47,924 

 

（３）歳出の内容 

  ア 衆議院議員選挙事業（選挙管理委員会）            ４７，９２４ 

    衆議院議員総選挙（２月８日投開票）の実施に伴う選挙事務費の補正 

     ①報酬（投票管理者報酬など） 2,445 

     ②職員手当等 981 

     ③報償費（投・開票事務従事者等謝礼など） 8,695 

     ④旅費 4 

     ⑤需用費（消耗品費など） 7,704 

     ⑥役務費（通信運搬費など） 6,233 

⑦委託料（システム稼働支援委託など） 19,968 

     ⑧使用料及び賃借料（複写機使用料など） 1,894 
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諮問第１号 

定 例 議 会 提 出 案 件 要 旨 

担当部課名  協働推進部 人権・市民相談課 

案 件 名 人権擁護委員の推薦について 

内 容 

人権擁護委員長瀬三枝子氏の任期が令和８年６月３０日で満了

となるため、再び同氏を推薦することについて意見を求めるもの

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


